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(57)【要約】
本発明の一側面によって、対象の表面部の色又は光透過
の程度を変化させる方法が提供される。前記対象の表面
部は、溶媒及びこの溶媒内に分散された複数の粒子を含
む。電場が前記溶媒及び複数の粒子に印加されれば、前
記複数の粒子の間隔又は位置が変化して前記対象の表面
部の色又は光透過の程度が変化し、前記電場の大きさ、
方向、印加時間又は印加回数に応じて前記対象の表面部
の色又は光透過の程度が変化し、前記電場の大きさ、方
向、印加時間又は印加回数は、前記対象のユーザによる
入力信号又は前記対象が獲得した信号又は前記対象に提
供された検知手段によって獲得された信号と関連して変
化されるようになる。
【選択図】図２４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの検知手段を用いて情報を獲得する情報獲得ステップと、
　前記獲得された情報に基づいて電圧信号を生成する電圧信号生成ステップと、
　前記生成された電圧信号に基づいて表示領域のカラー及び透過度のうちの少なくとも一
方を可変的に調節する表示ステップとを含み、
　前記表示領域は、少なくとも一方が透明である２以上の電極及び、該電極間に配置され
、かつ溶媒及び前記溶媒内に分散された複数の粒子からなる溶液を含み、
　前記溶液は、電場を印加することによって電気分極を誘発することができ、かつ電場を
変化させることによって電気分極量を変化させることができるという可変性電気分極特性
を有しており、
　前記電極間に前記電圧信号に対応する電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの
少なくとも一方を調節して前記粒子間の間隔又は前記粒子の位置を制御することによって
、前記対象の表示領域のカラー及び透過度のうちの少なくとも一方を可変的に調節するよ
うにしたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記粒子間の間隔を制御して前記粒子から反射される光の波長を変化させ、それにより
前記対象の表示領域のカラーを可変的に調節するようにしたことを特徴とする請求項１に
記載の方法
【請求項３】
　前記反射される光の波長は、連続的に又はアナログ方式で変化されることを特徴とする
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記反射される光の波長は、前記表示領域の単一画素内で連続的に又はアナログ方式で
変化されることを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記情報獲得ステップは、前記対象の周辺環境情報を獲得するステップであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記情報獲得ステップは、前記対象のユーザによってなされることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記情報獲得ステップは、サンプル領域上に漸進的に変化するサンプルカラーを表示し
、前記サンプル領域上に表示されるサンプルカラーのうち、ユーザによって少なくとも１
つのカラーが選択されることによりなされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記溶媒は可視光線透過性物質で構成され、前記粒子から反射される光の波長が赤外線
又は紫外線帯域に該当するようになれば、前記表示領域は可視光領域で透明になることを
特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記粒子は同一の符号の電荷を有し、
　前記電場が印加されることによって、電場の強度に比例して粒子に作用する電気泳動力
と、前記可変電気分極特性により粒子間に作用する静電気的引力と、同一の符号の電荷を
有する粒子間に作用する静電気的反発力が相互作用して前記粒子間の間隔が特定の範囲に
到達するようになり、前記粒子間の間隔が特定の範囲に到達するようになることによって
、前記複数の粒子から特定波長の光が反射されることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記複数の粒子は、互いに立体障害効果を示し、
　前記電場が印加されることによって、前記可変電気分極特性により粒子間に作用する静
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電気的引力と、前記粒子間に作用する立体障害反発力が相互作用して前記粒子間の間隔が
特定の範囲に到達するようになり、前記粒子間の間隔が前記特定の範囲に到達するように
なることによって、前記複数の粒子から特定波長の光が反射されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記溶液は、電子分極、イオン分極、界面分極及び回転分極のうちの何れか１つによっ
て前記可変電気分極特性を有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記粒子及び前記溶媒のうちの少なくとも一方が、電気分極特性を示す物質を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法
【請求項１３】
　前記溶媒は、電気分極指数が１以上である物質を含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記溶液は、強誘電体又は超常誘電体である物質を含むことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記溶液は、光透過性物質でカプセル化されるか、絶縁性媒体で区画化されることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記溶液は、ゲル形態であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記溶液は、電場を印加して所定のカラーを前記表示領域に表示した後、前記電場を除
去しても、所定時間前記所定のカラーを維持することを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記電場は、直流電圧或いは直流電圧成分が含まれている交流電圧を用いることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記電場を印加すれば、前記粒子は、溶媒内で３次元的に短範囲規則度を有しながら、
配列することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記電場を前記電極の特定部分にのみ印加して前記粒子を前記電極の特定部位に移動さ
せることで、前記表示領域のカラー又は透過度が調節されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも１つの検知手段を用いて情報を獲得する情報獲得部と、
　前記獲得された情報に基づいて電圧信号を生成する電圧信号生成部と、
　前記生成された電圧信号に基づいてカラー及び透過度のうちの少なくとも一方が可変的
に調節される表示部とを含み、
　前記表示部は、少なくとも一方が透明である２以上の電極及び、該電極間に配置され、
かつ溶媒及び前記溶媒内に分散された複数の粒子からなる溶液を含み、
　前記溶液は、電場を印加することによって電気分極を誘発することができ、かつ電場を
変化させることによって電気分極量を変化させることができるという可変性電気分極特性
を有しており、
　前記電極間に前記電圧信号に対応する電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの
少なくとも一方を調節して前記粒子間の間隔又は前記粒子の位置を制御することによって
、前記表示部のカラー及び透過度のうちの少なくとも一方を可変的に調節するように構成
したことを特徴とする装置。
【請求項２２】
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　前記粒子間の間隔を制御することによって、前記粒子から反射される光の波長を変化さ
せて表示部のカラーを可変的に調節することを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記反射される光の波長は、連続的に又はアナログ方式で変化されることを特徴とする
請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記反射される光の波長は、前記表示部の単一画素内で連続的に又はアナログ方式で変
化されることを特徴とする請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記電場を前記電極の特定部分にのみ印加して前記粒子を前記電極の特定部位に移動さ
せて前記表示部のカラー又は透過度を調節することを特徴とする請求項２１に記載の装置
。
【請求項２６】
　発光型表示素子を更に含むことを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　太陽電池を更に含むことを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記溶液は、光透過性物質でカプセル化されるか、絶縁性媒体で区画化されることを特
徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項２９】
　前記情報は、前記装置の周辺環境情報であることを特徴とする請求項２１に記載の装置
。
【請求項３０】
　前記情報は、前記装置のユーザによって入力されることを特徴とする請求項２１に記載
の装置。
【請求項３１】
　前記検知部はサンプル領域表示部を含み、
　前記サンプル領域表示部は、漸進的に変化するサンプルカラーを表示し、
　前記情報は、前記サンプルカラーのうち、ユーザにより選択される少なくとも１つのカ
ラーであることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項３２】
　前記表示部は、フレキシブルであることを特徴とする請求項２１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記表示部は、前記装置の表面のうちの少なくとも一部を覆うことを特徴とする請求項
２１に記載の装置。
【請求項３４】
　請求項２１の装置を含む電子装置であって、
　前記情報は、バッテリの充電状態に関する情報であり、
　前記表示部は、前記バッテリの充電状態に関する情報に基づいてカラーを表示すること
を特徴とする電子装置。
【請求項３５】
　請求項２１の装置を含む端末装置であって、
　前記情報は、前記端末装置のユーザに提供されるコンテンツに関する情報であり、
　前記表示部は、前記コンテンツに関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴と
する端末装置。
【請求項３６】
　請求項２１の装置を含む偽装用装置であって、
　前記情報は、周辺環境の映像に関する情報であり、
　前記表示部は、前記周辺環境の映像に関する情報に基づいてカラーを表示することを特
徴とする偽装用装置。
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【請求項３７】
　請求項２１の装置を含む音響装置であって、
　前記情報は、音響に関する情報であり、
　前記表示部は、前記音響に関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴とする音
響装置。
【請求項３８】
　請求項２１の装置を含む診断装置であって、
　前記情報は、人体の状態に関する情報であり、
　前記表示部は、前記人体の状態に関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴と
する診断装置。
【請求項３９】
　請求項２１の装置を含む時計装置であって、
　前記情報は、時刻又は時間に関する情報であり、
　前記表示部は、前記時間又は時刻に関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴
とする時計装置。
【請求項４０】
　請求項２１の装置を含む電熱装置であって、
　前記情報は、電熱装置又は周辺温度に関する情報であり、
　前記表示部は、前記周辺温度又は電熱装置温度に関する情報に基づいてカラーを表示す
ることを特徴とする電熱装置。
【請求項４１】
　請求項２１の装置を含む加湿装置であって、
　前記情報は、周辺湿度に関する情報であり、
　前記表示部は、前記周辺湿度に関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴とす
る加湿装置。
【請求項４２】
　請求項２１の装置を含む運送装置であって、
　前記情報は、前記運送装置の運動状態に関する情報であり、
　前記表示部は、前記運動状態に関する情報に基づいてカラーを表示することを特徴とす
る運送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的に特定装置の表面表示方法及び装置に関する。より詳しくは、特定の
対象又は装置の表面の色がユーザの希望や装置を使用する環境又は外部条件に応じて可変
的に連続して変わり得る技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子製品は、製品本来の目的を実現するための機能的な面だけでなく、製品のデ
ザイン、外形などのように消費者の感性を刺激する機能が重要なものとなっている。また
、ユーザの希望又は必要又は該当製品の状態又は外部環境に応じてその製品の外装又は表
面が変化され得る製品が要求されている。一方、このように製品表面の色又は光透過の程
度が変わる製品において、簡単な色実現方法、素子実現方法、大型面積の表示方法、低コ
ストの表示方法、低電力の表示方法、デザイン上、曲げられるフレキシブルな基板を使用
できる表示方法などがますます要求されている。従って、このような要求を何れも満たし
ながら、ユーザの希望、該当製品又は対象の状態又は外部条件に応じて連続してその色又
は透過の程度が変わる外装又はフレーム又は表面を有する装置又は製品を必要としている
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　そこで、本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、このように外
観の表面又はフレームの色又は光透過の程度が変わる製品において、簡単な表示方法、連
続的なカラー実現方法、大型面積の表示方法、低コストの表示方法、低電力の表示方法、
デザイン上、曲げられるフレキシブルな基板を使用できる表示方法などがますます要求さ
れているため、このような要求を何れも満たしながら、ユーザの希望、該当製品又は対象
の状態又は外部条件に応じて連続してその色又は透過の程度が変わる外装又はフレーム又
は表面を有する表示装置又は製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の一側面によって、対象の表面部の色又は光透過の程度を変化させる方法が提供
され、前記対象の表面部は、溶媒及びこの溶媒内に分散された複数の粒子を含み、電場が
前記溶媒及び複数の粒子に印加されれば、前記複数の粒子の間隔又は位置が変化して前記
対象の表面部の色又は光透過の程度が変化し、前記電場の大きさ、方向、印加時間又は印
加回数に応じて前記対象の表面部の色又は光透過の程度が変化し、前記電場の大きさ、方
向、印加時間又は印加回数は、前記対象のユーザによる入力信号又は前記対象が獲得した
信号又は前記対象に提供された検知手段によって獲得された信号と関連して変化されるよ
うになる。
【０００５】
　本発明の一側面によって、表面部を含む装置であって、前記表面部は、溶媒及び前記溶
媒内に分散された複数の粒子を含み、電場が前記溶媒及び複数の粒子に印加されれば、前
記複数の粒子の間隔又は位置が変化して前記装置の表面部の色又は光透過の程度が変化し
、前記電場の大きさ、方向、印加時間又は印加回数に応じて前記表面部の色又は光透過の
程度が変化し、前記電場の大きさ、方向、印加時間又は印加回数は、前記装置のユーザに
よる入力信号又は前記装置が獲得した信号又は前記装置に提供された検知手段によって獲
得された信号と関連して変化されることを特徴とする装置が提供される。
【０００６】
　本発明の一側面によって、表示装置が提供されるが、この装置は、サンプル領域上に少
なくとも１つのサンプルカラーを表示するサンプル領域表示部、前記少なくとも１つのサ
ンプルカラーのうち、ユーザにより選択されるカラーに対応するカラーを対象領域上に表
示する対象領域表示部、及び前記サンプル領域上に表示される少なくとも１つのサンプル
カラーのうち、ユーザによって何れか１つが選択されることに関する入力信号を獲得し、
前記獲得された入力信号を参照して前記対象領域に表示されるカラーに対する制御信号を
生成する制御部を含み、前記サンプル領域表示部及び前記対象領域表示部のうちの少なく
とも１つは、複数の粒子及び溶媒に電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの少な
くとも１つを調節して前記粒子の間隔を制御することによって、前記粒子から反射される
光のカラーが可変的に表示されるようにすることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一側面によって、表示装置が提供されるが、この表示装置は、少なくとも１つ
の検知部、対象領域上に任意の波長のカラーを可変的に表示する対象領域表示部、及び前
記少なくとも１つの検知部によって検知される情報に関する入力信号を獲得し、前記獲得
された入力信号を参照して前記対象領域に表示されるカラーに対する制御信号を生成する
制御部を含み、前記対象領域表示部は、複数の粒子及び溶媒に電場を印加し、前記電場の
強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して前記粒子の間隔を制御することによって
、前記粒子から反射される光のカラーが可変的に表示されるようにすることを特徴とする
。
【０００８】
　本発明の一側面によって、少なくとも１つの検知手段によって検知される情報を獲得す
る情報獲得段階と、前記情報に基づいて電圧信号を生成する電圧信号生成段階と、前記生
成された電圧信号に基づいて対象の表示領域のカラー及び透過度のうちの少なくとも１つ
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を可変的に調節する表示段階とを含む方法が提供され、前記表示段階は、少なくとも一方
が透明な２つ以上の電極の間に溶媒及び前記溶媒内に分散された複数の粒子で構成された
溶液を提供し、前記溶液は、可変電気分極特性－電場の変化によって誘発される電気分極
量が変化される－を示し、前記溶液が提供された電極の間に前記電圧信号に対応する電場
を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して前記粒子間の間隔
又は粒子の位置を制御することによって、前記対象の表示領域のカラー及び透過度のうち
の少なくとも１つを可変的に調節することを特徴とする。
【０００９】
　一実施形態によって、前記表示段階は、粒子間の間隔を制御することによって、前記粒
子から反射される光の波長を変化させて前記対象の表示領域のカラーを可変的に調節する
ことを特徴とする。
【００１０】
　一実施形態によって、前記表示段階で反射される光の波長は、連続的に又はアナログ方
式で変化されることを特徴とする。
【００１１】
　一実施形態によって、前記表示段階で反射される光の波長は、表示領域の単一画素（pi
xel）内で連続的に又はアナログ方式で変化されることを特徴とする。一実施形態によっ
て、前記情報獲得段階は、前記対象の周辺環境情報を獲得する段階であることを特徴とす
る。
【００１２】
　一実施形態によって、前記情報獲得段階は、前記対象のユーザによってなされることを
特徴とする。
【００１３】
　一実施形態によって、前記情報獲得段階は、サンプル領域上に漸進的に変化するサンプ
ルカラーを表示し、前記サンプル領域上に表示されるサンプルカラーのうち、ユーザによ
って少なくとも１つのカラーが選択されることによりなされることを特徴とする。
【００１４】
　一実施形態によって、前記粒子は同一の符号の電荷を有し、前記電場が印加されること
によって、電場の強度に比例して粒子に作用する電気泳動力と、前記可変電気分極特性に
より粒子間に作用する静電気的引力と、同一の符号の電荷を有する粒子間に作用する静電
気的反発力が相互作用して前記粒子間の間隔が特定の範囲に到達するようになり、前記粒
子間の間隔が特定の範囲に到達するようになることによって、前記複数の粒子から特定波
長の光が反射されることを特徴とする。
【００１５】
　一実施形態によって、前記複数の粒子は、互いに立体障害効果（steric effect）を示
し、前記電場が印加されることによって、前記可変電気分極特性により粒子間に作用する
静電気的引力と、前記粒子間に作用する立体障害反発力が相互作用して前記粒子間の間隔
が特定の範囲に到達するようになり、前記粒子間の間隔が前記特定の範囲に到達するよう
になることによって、前記複数の粒子から特定波長の光が反射されることを特徴とする。
【００１６】
　一実施形態によって、前記溶液は、電子分極、イオン分極、界面分極及び回転分極のう
ちの何れか１つによって前記可変電気分極特性を有することを特徴とする。
【００１７】
　一実施形態によって、前記溶液は、ゲル形態であることを特徴とする。
【００１８】
　一実施形態によって、前記溶液は、電場を印加して所定のカラーを前記表示領域に表示
した後、前記電場を除去しても、所定時間前記所定のカラーを維持することを特徴とする
。
【００１９】
　一実施形態によって、前記電場は、直流電圧或いは直流電圧成分が含まれている交流電
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圧を用いることを特徴とする。
【００２０】
　一実施形態によって、前記電場を印加すれば、前記粒子は、溶媒内で３次元的に短範囲
規則度（short range ordering）を有しながら、配列することを特徴とする。
【００２１】
　一実施形態によって、前記電場を前記電極の特定部分にのみ印加して前記粒子を前記電
極の特定部位に移動させることで、前記表示領域のカラー又は透過度が調節されることを
特徴とする。
【００２２】
　本発明の一側面によって、少なくとも１つの検知手段を用いて情報を獲得する情報獲得
部と、前記獲得された情報に基づいて電圧信号を生成する電圧信号生成部と、前記生成さ
れた電圧信号に基づいてカラー及び透過度のうちの少なくとも１つが可変的に調節される
表示部とを含む装置が提供され、前記表示部は、少なくとも一方が透明な２つ以上の電極
の間に提供された溶媒及び前記溶媒内に分散された複数の粒子で構成された溶液を含み、
前記溶液は、可変電気分極特性－電場の変化によって誘発される電気分極量が変化される
－を示し、前記溶液が提供された電極の間に前記電圧信号に対応する電場を印加し、前記
電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して前記粒子間の間隔又は粒子の位置
を制御することによって、前記表示部のカラー及び透過度のうちの少なくとも１つを可変
的に調節することを特徴とする。
【００２３】
　一実施形態によって、前記表示部は、前記粒子間の間隔を制御することによって、前記
粒子から反射される光の波長を変化させて表示部のカラーを可変的に調節することを特徴
とする。
【００２４】
　一実施形態によって、前記表示部で反射される光の波長は、連続的に又はアナログ方式
で変化されることを特徴とする。
【００２５】
　一実施形態によって、前記表示部で反射される光の波長は、表示部の単一画素内で連続
的に又はアナログ方式で変化されることを特徴とする。
【００２６】
　一実施形態によって、前記装置は、発光型表示素子を更に含むことを特徴とする。
【００２７】
　一実施形態によって、前記装置は、太陽電池を更に含むことを特徴とする。
【００２８】
　一実施形態によって、前記表示部は、前記装置の表面のうちの少なくとも一部を覆うこ
とを特徴とする。
【００２９】
　本発明の一側面に係る家具は、前記装置を含み、少なくとも一部の外装領域をカバーす
るように前記表示部が配置され、ユーザにより選択されたカラーを前記表示部上に表示す
ることを特徴とする。
【００３０】
　本発明の一側面に係る電子装置は、前記装置を含み、バッテリの充電状態に関する情報
－前記バッテリの充電状態に関する情報は、前記バッテリの電荷量、電流値及び電圧値の
うちの少なくとも１つを含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴と
する。
【００３１】
　本発明の一側面に係る端末装置は、前記装置を含み、ユーザに提供されるコンテンツに
関する情報－前記コンテンツに関する情報は、前記コンテンツの種類、前記コンテンツの
内容、ウェブサイトの内容及び受信される通話の発信者のうちの少なくとも１つに関する
情報を含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
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【００３２】
　本発明の一側面に係る偽装用装置は、前記装置を含み、周辺環境の映像に関する情報－
前記周辺環境の映像に関する情報は、前記周辺環境の映像のカラー、パターン及び明るさ
のうちの少なくとも１つに関する情報を含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示す
ることを特徴とする。
【００３３】
　本発明の一側面に係る音響装置は、前記装置を含み、出力される音響に関する情報－前
記音響に関する情報は、前記音響の強度、周波数、リズム、音程、拍子及びジャンルのう
ちの少なくとも１つに関する情報を含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示するこ
とを特徴とする。
【００３４】
　本発明の一側面に係る診断装置は、前記装置を含み、人体の状態に関する情報－前記人
体の状態に関する情報は、心拍数、血圧、体温及び脳波のうちの少なくとも１つに関する
情報を含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
【００３５】
　本発明の一側面に係る時計装置は、前記装置を含み、時刻及び時間のうちの少なくとも
１つに関する情報に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
【００３６】
　本発明の一側面に係る電熱装置は、前記装置を含み、周辺温度又は前記電熱装置の温度
に関する情報に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
【００３７】
　本発明の一側面に係る加湿装置は、前記装置を含み、周辺湿度に関する情報に対応する
カラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
【００３８】
　本発明の一側面に係る運送装置は、前記装置を含み、運動状態に関する情報－前記運動
状態に関する情報は、速度、加速度、角速度及び角加速度のうちの少なくとも１つに関す
る情報を含む－に対応するカラーを前記表示部上に表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、粒子から反射される光の波長を制御することで、フルカラー（full c
olor）構造色を連続的に又はアナログ方式で実現できるようになるという効果を奏する。
【００４０】
　本発明によれば、単一画素内でカラーが連続的に又はアナログ方式で実現され得るため
、既存のＲ、Ｇ、Ｂを混合する方式に比べて、多様な色を簡単に実現できる。具体的に説
明すれば、既存の方式では、仮にＲ、Ｇ、Ｂに対応する３つの画素間の混色によって多様
な色が実現されるが、本発明では単一画素だけを用いても多様な色が実現され得る。
【００４１】
　また、本発明によれば、サンプル領域上に表示される少なくとも１つのサンプルカラー
のうちの何れか１つが選択されることに対応して対象領域上に前記選択されたサンプルカ
ラーを表示できるので、ユーザに光結晶から反射される光のカラーを直観的に制御できる
ようにさせるユーザインターフェースを提供できるようになるという効果が達成される。
【００４２】
　更に、本発明によれば、多様な検知手段から獲得された検知情報に対応するカラーを対
象領域上に表示できるので、光結晶から反射される光のカラーを用いて多様な検知情報を
視覚的に表現できるようになるという効果が達成される。
【００４３】
　また、本発明によれば、外観の表面又はフレームの色又は光透過の程度が変わる製品に
おいて、簡単な色実現、連続的な色実現、大型面積の表示、低コストの表示、低電力の表
示、デザイン上、曲げられるフレキシブルな基板の使用などを何れも可能にすると共に、
ユーザの希望、該当製品又は対象の状態又は外部条件に応じてその色又は透過の程度が変
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わる外装又はフレーム又は表面を提供できるようになる。
【００４４】
　更に、本発明によれば、既存のＲ、Ｇ、Ｂの混合によるデジタル的な色実現ではなく、
アナログ的に、即ち、連続的に全範囲の色を実現できる外装又は表面又はフレームが可能
になる。
【００４５】
　また、本発明によれば、視野角特性に優れた外装又は表面表示を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
　本発明の前述した長所、特徴及び目的と他の長所、特徴及び目的は、次の発明の詳細な
説明を次の添付の図面を参照して読み取れば明確になる。
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置に含まれる粒子の構成を例示的に示す図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る表示装置に含まれる粒子の構成を例示的に示す図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態によって電場が印加されることによって、粒子又は溶媒が分
極される構成を例示的に示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によって分子の非対称的な配置による単位分極特性を例示的
に示す図である。
【図５】常誘電体、強誘電体及び超常誘電体の履歴曲線を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る粒子又は溶媒に含まれ得るペロブスカイト構造を有す
る物質を例示的に示す図である。
【図７】本発明の一実施形態によって粒子の間隔を制御する構成を概念的に示す図である
。
【図８】本発明の一実施形態によって粒子の間隔を制御する構成を概念的に示す図である
。
【図９】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を例示的に示す図である。
【図１０】本発明の前述した実施形態に係る表示装置の構成を概念的に示す図である。
【図１１】本発明の前述した実施形態に係る表示装置の構成を概念的に示す図である。
【図１２】本発明の一実施形態によって表示装置に印加される電圧のパターンを例示的に
示す図である。
【図１３】本発明の一実施形態によって表示装置に印加される電圧のパターンを例示的に
示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態によって表示装置に印加される電圧のパターンを例示的に
示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態によって太陽電池部を含む表示装置の構成を例示的に示す
図である。
【図１６】本発明の一実施形態によって黒色又は白色をディスプレイする表示装置の構成
を例示的に示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態によって透明なディスプレイを実現する表示装置の構成を
例示的に示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態によって反射型表示装置と発光型表示装置を結合した構成
を例示的に示す図である。
【図１９】本発明の他の実施形態によって光透過度を制御する構成を例示的に示す図であ
る。
【図２０】本発明の他の実施形態によって光透過度を制御する構成を例示的に示す図であ
る。
【図２１】本発明の一実施形態によってユーザにより選択されたサンプルカラーが対象領
域に表示され得るようにする表示装置の構成を例示的に示す図である。
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【図２２】本発明の一実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示す図で
ある。
【図２３】本発明の一実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示す図で
ある。
【図２４】本発明の一実施形態によって多様な検知手段から獲得された検知情報に対応す
るカラーを対象領域上に表示され得るようにする表示装置の構成を例示的に示す図である
。
【図２５】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図２６】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図２７】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図２８】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図２９】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図３０】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図３１】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図３２】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図３３】本発明の前述した実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的に示
す図である。
【図３４】本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を電気分極特性を有する溶媒に
分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される光をそれぞれグ
ラフ及び写真として示す図である。
【図３５】本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を電気分極特性を有する溶媒に
分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される光をそれぞれグ
ラフ及び写真として示す図である。
【図３６】本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を互いに異なる極性指数を有す
る多様な溶媒に分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される
光の波長をグラフとして示す図である。
【図３７】本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を互いに異なる極性指数を有す
る多様な溶媒に分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される
光の波長をグラフとして示す図である。
【図３８】本発明の一実施形態によって電荷を有し、電気分極特性を有する粒子を溶媒に
分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される光をグラフ及び
写真として示す図である。
【図３９】本発明の一実施形態によって電荷を有し、電気分極特性を有する粒子を溶媒に
分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射される光をグラフ及び
写真として示す図である。
【図４０】本発明の一実施形態によって透明なディスプレイを実現する構成に対する実験
結果を示す図である。
【図４１】本発明の一実施形態に係る表示装置の視野角によるディスプレイ性能を実験し
た結果（即ち、ディスプレイの視野角に関する実験結果）を示す図である。
【図４２】本発明の一実施形態に係るモード切替の一実施例を示している。
【図４３】本発明の一実施形態に係るモード切替の一実施例を示している。
【図４４】本発明の一実施形態に係るモード切替の一実施例を示している。
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【図４５】本発明の一実施形態に係る光結晶モードを示している。
【図４６】本発明の一実施形態に係るモード切替の一実施例を示している。
【図４７】本発明の一実施形態に係る装置の概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　後述する本発明に関する詳細な説明は、本発明が実施され得る特定の実施形態を例とし
て示す添付の図面を参照する。これらの実施形態は、当業者が本発明を実施できるのに十
分なように詳細に説明される。本発明の多様な実施形態は互いに異なるが、相互排他的で
ある必要はないことが理解されるべきである。例えば、ここに記載されている特定の形状
、構造及び特性は、一実施形態と関連して本発明の精神及び範囲から逸脱せず、他の実施
形態で実現され得る。また、それぞれの開示された実施形態内の個別の構成要素の位置又
は配置は、本発明の精神及び範囲から逸脱せず、変更され得ることが理解されるべきであ
る。従って、後述する詳細な説明は、限定的な意味として捉えようとするものではなく、
本発明の範囲は、適切に説明されるのであれば、それらの請求項が主張するものと均等な
あらゆる範囲と共に添付された請求項によってのみ限定される。図面における類似する参
照符号は、多様な側面に亘って同一又は類似の機能を示す。本明細書において「一実施形
態において」という表現は、この該当実施形態で用いられる構成、形状、特性、原理など
が他の実施形態でもやはり使用され得ることを意味する。
【００４９】
　以下、本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が本発明を容易に実施で
きるようにするために、添付の図面を参照して本発明の構成を詳細に説明する。
【００５０】
　＜粒子及び溶媒の構成＞
【００５１】
　図１及び図２は、本発明の一実施形態に係る表示装置に含まれる粒子の構成を例示的に
示す図である。
【００５２】
　まず、図１を参照すれば、本発明の一実施形態に係る粒子１１０は、溶媒１２０に分散
されて存在し得る。本発明の一実施形態によれば、粒子１１０は、正電荷又は負電荷を有
することができる。従って、粒子１１０に電場が印加される場合に、粒子１１０の有する
電荷と電場により発生する電気的引力によって粒子１１０が移動（即ち、電気泳動）され
得る。また、複数の粒子１１０が同一の符号の電荷を有する場合には、同一の符号の電荷
による相互間の電気的斥力によって複数の粒子１１０が互いに接触せず、所定の間隔を維
持したまま配列され得る。一方、粒子１１０の直径は、数ｎｍ～数百μｍであり得るが、
必ずしもこれに限定されるものではない。
【００５３】
　図２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る粒子１１０は、図２の（ａ）のように、
異種の物質からなるコア－シェル（core-shell）１１２形態で構成されてもよく、図２（
ｂ）のように、異種の物質からなるマルチ－コア（multi-core）１１４形態で構成されて
もよく、図２の（ｃ）のように、複数のナノ粒子からなるクラスタ１１６で構成されても
よく、電荷を有する電荷層１１８がそれらの粒子を覆う構造で構成されてもよい。
【００５４】
　より具体的に、本発明の一実施形態に係る粒子１１０は、シリコン（Ｓｉ）、チタニウ
ム（Ｔｉ）、バリウム（Ｂａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ
）、コバルト（Ｃｏ）、鉛（Ｐｂ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、
金（Ａｕ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、亜鉛（Ｚｎ）、ジルコニウム（
Ｚｒ）などの元素やこれらを含む化合物からなり得る。また、本発明の一実施形態に係る
粒子１１０は、ＰＳ（polystyrene）、ＰＥ（polyethylene）、ＰＰ（polypropylene）、
ＰＶＣ（polyvinyl chloride）、ＰＥＴ（polyethylen terephthalate）などの高分子物
質からなり得る。また、本発明の一実施形態に係る粒子１１０は、電荷を有さない粒子或
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いはクラスタに電荷を有する物質がコーティングされた形態として構成されることもでき
る。例えば、炭化水素基を有する有機化合物によって表面が加工（或いはコーティング）
された粒子、カルボン酸（carboxylic acid）基、エステル（ester）基、アシル（acyl）
基を有する有機化合物によって表面が加工（或いはコーティング）された粒子、ハロゲン
（Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉなど）元素を含む錯化合物によって表面が加工（コーティング）さ
れた粒子、アミン（amine）、チオール（thiol）、ホスフィン（phosphine）を含む配位
化合物によって表面が加工（コーティング）された粒子、表面にラジカルを形成すること
で、電荷を有する粒子がこれに該当し得る。このように粒子１１０の表面をシリカ、高分
子、高分子モノマーなどの物質でコーティングすることで、粒子１１０が溶媒１２０内で
高い分散性と安定性を有するようにできる。
【００５５】
　本発明の一実施形態によれば、溶媒１２０は、粒子１１０が溶媒１２０内に均一に分散
され得るように、粒子１１０と類似の比重を有する物質で構成されてもよく、粒子１１０
が溶媒１２０内で安定的に分散されるのに適した物質で構成されてもよい。例えば、低誘
電率を有するハロゲンカーボンオイル、ジメチルシリコーンオイルなどを含むことができ
る。
【００５６】
　また、本発明の一実施形態によれば、粒子１１０が後述する溶媒１２０内で沈殿せず、
安定したコロイド状態を維持することで、光結晶性を効果的に示すことができるようにす
るために、粒子１１０と溶媒１２０からなるコロイド溶液の界面動電位（electrokinetic
 potential）（即ち、ゼータ電位）の値が既に設定された値以上で高くなってもよく、粒
子１１０と溶媒１２０の比重差が既に設定された値以下であってもよく、溶媒１２０と粒
子１１０の屈折率差が既に設定された値以下であってもよい。例えば、コロイド溶液の界
面動電位の絶対値は１０ｍＶ以上であってもよく、粒子１１０と溶媒１２０の比重差は５
以下であってもよく、粒子１１０と溶媒１２０の屈折率差は０．３以上であってもよい。
【００５７】
　一方、本発明の一実施形態によれば、粒子１１０は、特定波長の光を反射させることが
できるように、即ち、固有のカラーを有するように構成され得る。より具体的に、本発明
の一実施形態に係る粒子１１０は、酸化数の調節又は無機顔料、顔料などのコーティング
を通じて特定のカラーを有するようになり得る。例えば、本発明に係る粒子１１０にコー
ティングされる無機顔料としては、発色団を含むＺｎ、Ｐｂ、Ｔｉ、Ｃｄ、Ｆｅ、Ａｓ、
Ｃｏ、Ｍｇ、Ａｌなどが酸化物、硫化物、硫酸塩の形態で使用され得、本発明に係る粒子
１１０にコーティングされる染料としては、蛍光染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料
、硫化染料、建染染料（vat dye）、分散染料、反応性染料などが使用され得る。また、
本発明の一実施形態によれば、粒子１１０は、特定のカラーを表示できるように、特定の
構造色（structural color）を有する物質であり得る。例えば、シリコン酸化物（ＳｉＯ

ｘ）、チタニウム酸化物（ＴｉＯｘ）などの粒子が屈折率の異なる媒体に一定間隔で均一
に配列された形態で構成され、特定波長の光を反射させる物質であり得る。
【００５８】
　また、本発明の一実施形態によれば、溶媒１２０も特定波長の光を反射させることがで
きるように、即ち、固有のカラーを有するように構成され得る。より具体的に、本発明に
係る溶媒１２０は、顔料、染料を有する物質を含むか、光結晶による構造色を有する物質
を含むことができる。
【００５９】
　＜粒子及び溶媒の電気分極特性＞
【００６０】
　また、本発明の一実施形態によれば、表示装置に含まれる粒子が分散された溶媒を含む
溶液は、電気分極（electrical polarization）特性－電場印加によって電気分極が変化
する－を有することができるが、このような溶液の電気分極特性は、溶液を構成している
粒子又は溶媒のうちの少なくとも１つが電気分極特性を示すか、これらの相互作用により
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電気分極特性が示され得る。また、電気分極特性を示す溶液（粒子及び溶媒）は、原子或
いは分子の非対称的な電荷分布などによって外部電場が印加されることによって、電子分
極、イオン分極、界面分極及び回転分極のうちの何れか１つによって電気分極される物質
を含むことができる。従って、本発明の一実施形態に係る粒子又は溶媒のうちの少なくと
も１つは、電場が印加されれば、電気分極が誘発され得、粒子又は溶媒に印加される電場
の強度又は方向が変わることによって、粒子又は溶媒のうちの少なくとも１つは、電気分
極量が変わり得る。このように電場が変化すれば、電気分極量が変わる特性を可変電気分
極特性と言える。電場が印加された時に誘発される電気分極量が大きければ大きいほど、
有利であるが、その理由は、これにより粒子間の間隔が更に均一に配列され得るためであ
る。
【００６１】
　図３は、本発明の一実施形態によって電場が印加されることによって、粒子又は溶媒が
分極される構成を例示的に示す図である。
【００６２】
　図３の（ａ）及び（ｂ）を参照すれば、外部電場が印加されない場合に、粒子又は溶媒
が電気的平衡状態を維持するが、外部電場が印加される場合には、粒子又は溶媒内の電荷
が所定方向に移動することによって、分極が誘発され、粒子又は溶媒が分極され得る。図
３の（ｃ）及び（ｄ）は、粒子又は溶媒を構成する電気的に非対称的な構成要素によって
単位分極（unit polarization）が生成される場合であって、電場を印加しない場合には
、前記単位分極が無秩序に配列されて全体の電気分極は現れないか、小さな値を示すが、
外部から電場が印加される場合には、単位分極を有する粒子又は溶媒が外部電場の方向に
よって所定の方向に再配列され得るため、全体として、図３の（ａ）及び（ｂ）の場合に
比べて、相対的に大きい電気分極値（polarization value）を示すことができる。本発明
の一実施形態によれば、図３（ｃ）及び（ｄ）に表示された単位分極は、電子又はイオン
の非対称的な配置や分子の非対称的な構造で発生でき、このような単位分極によって外部
電場が印加されない場合にも、微細な残留分極値（remnant polarization value）が現れ
得る。
【００６３】
　図４は、本発明の一実施形態によって分子の非対称的な配置による単位分極特性を例示
的に示す図である。より具体的に、図４は、水分子（Ｈ２Ｏ）の場合を例示的に示すもの
であって、水分子以外に、トリクロロエチレン、四塩化炭素、ジイソプロピルエーテル、
トルエン、メチル－ｔ－ブチルエーテル、キシレン、ベンゼン、ジエチルエーテル、ジク
ロロメタン、１，２－ジクロロエタン、酢酸ブチル、イソプロパノール、ｎ－ブタノール
、テトラヒドロフラン、ｎ－プロパノール、クロロホルム、酢酸エチル、２－ブタノン、
ジオキサン、アセトン、メタノール、エタノール、アセトニトリル、酢酸、ジメチルホル
ムアミド、ジメチルスルホキシド、炭酸プロピレン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジ
メチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドンなどは、分子構造の非対称性により単位分極
特性が示され得るので、本発明に係る粒子又は溶媒を構成する物質として採用され得る。
参考までに、物質の分極特性を比較するために用いられる極性指数（polarity index）は
、水（Ｈ２Ｏ）の分極特性に対比して、該当物質の相対的な分極の程度を示す指標であり
得る。
【００６４】
　また、本発明の一実施形態に係る粒子又は溶媒は、外部電場が印加されることによって
、分極量が増加し、外部電場が印加されない場合にも、残留分極量が大きく現れ、履歴（
hysteresis）が残る強誘電性（ferroelectric）物質を含むことができ、外部電場が印加
されることによって、分極量が増加し、外部電場が印加されない場合には、残留分極量が
現れず、履歴が残らない超常誘電性（superparaelectric）物質を含むことができる。図
５を参照すれば、常誘電性物質５１０、強誘電性物質５２０及び超常誘電性物質５３０の
外部電場による履歴曲線を確認できる。
【００６５】
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　また、本発明の一実施形態に係る粒子又は溶媒は、ペロブスカイト（perovskite）構造
を有する物質を含むことができるが、ＡＢＯ３のようなペロブスカイト構造を有する物質
として、ＰｂＺｒＯ３、ＰｂＴｉＯ３、Ｐｂ（Ｚｒ、Ｔｉ）Ｏ３、ＳｒＴｉＯ３、ＢａＴ
ｉＯ３、（Ｂａ、Ｓｒ）ＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ３、ＬｉＮｂＯ３などの物質をその例とし
て挙げられる。
【００６６】
　図６は、本発明の一実施形態に係る粒子又は溶媒に含まれ得るペロブスカイト構造を有
する物質を例示的に示す図である。図６を参照すれば、ＰｂＺｒＯ３（又はＰｂＴｉＯ３

）に印加される外部電場の方向によってＰｂＺｒＯ３（又はＰｂＴｉＯ３）内でのＺｒ（
又はＴｉ）（即ち、ＡＢＯ３構造でのＢ）の位置が変動し得、これにより、ＰｂＺｒＯ３

（又はＰｂＴｉＯ３）全体の極性が変わり得る。
【００６７】
　一方、本発明の一実施形態によれば、溶媒は極性指数が１以上である物質を含むことが
できる。
【００６８】
　また、電気分極の様相を説明すると、第１実施例として電場が印加されなければ、前記
溶媒の各分子及び各粒子のうちの少なくとも１つはいかなる電気分極量も有さないが、電
場が印加されれば、前記溶媒の各分子及び各粒子のうちの少なくとも１つは電気的に分極
され、これにより、前記複数の粒子の電気分極量全体及び前記溶媒の電気分極量全体のう
ちの少なくとも１つは増加するようになり得る。第２実施例では、電場が印加されなくて
も、前記溶媒の各分子及び各粒子のうちの少なくとも１つは電気的に分極されているが、
前記溶媒の電気分極量全体及び前記複数の粒子の電気分極量全体のうちの少なくとも１つ
はゼロとなり、電場が印加されれば、前記複数の粒子の電気分極量全体及び前記溶媒の電
気分極量全体のうちの少なくとも１つは増加するようになり得る。第３実施例として、電
場が印加されなくても、前記溶媒の各分子及び各粒子のうちの少なくとも１つは電気的に
分極されており、前記溶媒の電気分極量全体及び前記複数の粒子の電気分極量全体のうち
の少なくとも１つはゼロではない第１値を有し、電場が印加されれば、前記複数の粒子の
電気分極量全体及び前記溶媒の電気分極量全体のうちの少なくとも１つは前記第１値より
も大きい第２値になり得る。
【００６９】
　＜粒子の立体障害効果＞
【００７０】
　また、本発明の一実施形態によれば、表示装置に含まれる粒子相互間に立体障害反発力
（steric hindrance repulsion）を発生させるために、粒子表面に立体構造物が形成され
るようにすることができる。例えば、官能基（functional group）又は添加剤（surfacta
nt）などが粒子表面に形成される立体構造物として使用され得る。
【００７１】
　また、本発明の一実施形態によれば、粒子は電気分極される物質を含み、粒子表面処理
を通じて粒子間の立体障害反発力はあるが、帯電された電荷が弱いため、電気泳動効果は
最小化するように構成することによって、前記粒子或いは溶液は、外部電場によって電気
分極量が変化し、粒子間で局部的引力（short range attraction）が効果的に発生し、粒
子表面処理を通じて形成された立体構造物により粒子間で局部的に立体障害反発力（shor
t range steric hindrance repulsion）は効果的に発生するが、外部電場による長距離電
気泳動力（long range electophoretic force）により帯電された粒子が電極に偏る現象
を最小化できる。即ち、粒子表面に電荷が処理されないため、外部電場によって何れか１
つの電極側に電気泳動する現象が最小化され得る。このように立体障害反発力を与えるた
めに、有機リガンド（organic ligand）を粒子表面に処理できる。
【００７２】
　但し、本発明に係る粒子及び溶媒の構成が必ずしも前記列挙したものに限定されるもの
ではなく、本発明の目的を達成できる範囲内で、即ち、電場によって粒子の間隔が制御さ
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れ得る範囲内で適切に変更され得ることを明確にしておく。
【００７３】
　＜表示装置の動作原理及び構成＞
【００７４】
　一方、本発明の一実施形態によれば、同一の符号の電荷を有する複数の粒子が電気分極
特性を有する溶媒に分散された状態で粒子及び溶媒に電場が印加される場合、粒子の有す
る電荷によって複数の粒子には、電場の強度と粒子の電荷量に比例する電気的引力が作用
するようになり、これにより複数の粒子は、電気泳動（electrophoresis）されて所定方
向に移動しながら、粒子の間隔が狭くなる。一方、これとは反対に、粒子の間隔が狭くな
ることによって、互いに同一の符号の電荷を有する複数の粒子間で発生する電気的斥力は
増加するので、粒子の間隔が継続して狭くはならず、所定のバランスが取れるようになり
、これにより複数の粒子は、所定間隔で規則的に配列され得る。また、溶媒の有する電気
分極特性によって単位分極された溶媒は、外部から印加される電場と周辺の粒子が有する
電荷によって所定の方向に配列され、これにより、粒子を中心として局部的な分極領域が
形成され、複数の粒子が所定の間隔を維持した状態で更に規則的、且つ、安定的に配列さ
れ得る。即ち、本発明の本実施形態によれば、外部電場による電気的引力、互いに同一の
符号の電荷を有する粒子間の電気的斥力及び分極による電気的引力が平衡（equilibrium
）をなす距離を置いて複数の粒子が規則的に配列され得る。前記のような原理によって、
粒子の間隔が所定間隔で制御され得、所定の間隔を置いて配列された複数の粒子は、光結
晶としての機能を行えるようになる。規則的に配列された複数の粒子から反射される光の
波長は、粒子の間隔により決定されるため、粒子の間隔を制御することによって、複数の
粒子から反射される光の波長を任意に制御できるようになる。ここで、反射される光の波
長のパターンは、電場の強度及び方向、粒子の大きさ及び質量、粒子及び溶媒の屈折率、
粒子の電荷量、溶媒の電気分極特性、溶媒内の分散された粒子の濃度などの要因によって
多様に現れ得る。
【００７５】
　図７は、本発明の一実施形態によって粒子の間隔を制御する構成を概念的に示す図であ
る。図７を参照すれば、外部電場が印加されない場合に、電荷を有する粒子７２０周辺の
単位分極された溶媒７１０が粒子の電荷と相互作用して粒子方向に強く配列され、粒子か
らの距離が遠ざかることによって、単位分極された溶媒７１０が次第に無秩序に配列され
得る（図７の（ａ）参照）。また、図７を参照すれば、外部電場が印加される場合には、
粒子７２０の有する電荷の影響力が及ばない領域（即ち、粒子７２０から遠く離れた領域
）に位置する単位分極された溶媒７１０が電場の方向に再配列されるのとは異なり、粒子
７２０の有する電荷による電気的引力が強く作用する領域（即ち、粒子７２０と近接する
領域）に位置する単位分極された溶媒７１０は、粒子７２０の有する電荷による電気的引
力によって単位分極の正極或いは負極が粒子７２０に向かうようになる方向に配列され得
、このように粒子７２０の周辺領域の単位分極溶媒７１０が粒子７２０に向かう方向に配
列されている領域、即ち、分極領域７３０はまるで電気分極された１つの大きな粒子のよ
うに作用して周辺の他の分極領域と相互作用を行うことができ、これにより、電荷を有す
る粒子７２０が所定の間隔を維持した状態で規則的に配列され得る（図７の（ｂ）参照）
。図７は、残留分極を有する溶媒で示したが、残留分極がない状態でも電場が印加される
ことによって、電気分極が誘発される特性を有する溶媒にも同様に適用され得る。
【００７６】
　次に、本発明の一実施形態によれば、同一の符号の電荷を有し、電気分極特性を有する
複数の粒子が溶媒内に分散された状態で粒子及び溶媒に電場が印加される場合、粒子の有
する電荷によって複数の粒子には、電場の強度と粒子の電荷量に比例する電気的な力が作
用するようになり、これにより複数の粒子は電気泳動されて所定方向に移動しながら、粒
子の間隔が狭くなる。一方、これとは反対に、粒子の間隔が狭くなることによって、互い
に同一の符号の電荷を有する複数の粒子間で発生する電気的斥力は増加するようになるの
で、粒子の間隔が継続して狭くはならず、所定のバランスが取れるようになり、これによ
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り複数の粒子は所定の間隔を置いて規則的に配列され得る。また、電気分極特性を示す粒
子は、電場により分極が誘発されて電場の方向に分極され、このように分極された複数の
粒子間には、電気的引力が局部的に発生するようになり、複数の粒子が所定の間隔を維持
した状態で更に規則的、且つ、安定的に配列され得る。即ち、本発明の一実施形態によれ
ば、外部電場による電気的引力、互いに同一の符号の電荷を有する粒子間の電気的斥力及
び分極による電気的引力が平衡をなす距離を置いて複数の粒子が規則的に配列され得る。
前記のような原理によって、粒子の間隔が所定間隔で制御され得、所定の間隔を置いて配
列された複数の粒子は、光結晶としての機能を行えるようになる。規則的に配列された複
数の粒子から反射される光の波長は、粒子の間隔により決定されるため、粒子の間隔を制
御することによって、複数の粒子から反射される光の波長を任意に制御できるようになる
。ここで、反射される光の波長のパターンは、電場の強度及び方向、粒子の大きさ及び質
量、粒子及び溶媒の屈折率、粒子の電荷量、粒子の電気分極特性、溶媒内の分散された粒
子の濃度などの要因によって多様に現れ得る。
【００７７】
　図８は、本発明の一実施形態によって粒子の間隔を制御する構成を概念的に示す図であ
る。図８を参照すれば、（ａ）外部電場が印加されない場合には、粒子８１０が分極され
ないが、（ｂ）外部電場が印加される場合には、粒子８１０内に含まれる電気分極特性の
物質によって粒子８１０が分極され得、これにより、粒子８１０が所定の間隔を維持した
状態で規則的に配列され得るようにする。
【００７８】
　本発明の前述した実施形態において、溶媒又は粒子の電気分極値が大きいほど、分極領
域７３０又は粒子８１０間の相互作用の程度を増加させることができ、これにより、粒子
が更に規則的に配列されるようにすることができる。
【００７９】
　以上の実施形態において、粒子又は溶媒が電気分極特性を有する場合について説明した
が、本発明に係る粒子又は溶媒が必ずしも電気分極特性を有すべきではないことを明確に
しておく。即ち、粒子又は溶媒が電気分極特性を有さない場合でも、粒子が電荷を有すれ
ば、外部電場による電気的引力及び互いに同一の符号の電荷を有する複数の粒子間の電気
的斥力が平衡をなす距離を置いて複数の粒子が規則的に配列され得、このように規則的に
配列された複数の粒子は、任意の波長の光を反射させる光結晶を形成できる。
【００８０】
　また、以上の実施形態において、粒子が電荷を有する場合について説明したが、本発明
に係る粒子が必ずしも電荷を有すべきではないことを明確にしておく。即ち、粒子が電荷
を有さない場合でも、粒子が電気分極特性を有し、立体障害反発力を発生させることがで
きる立体構造物を有すれば、外部電場により誘発された電気分極により発生する隣接する
粒子間の電気的引力及び立体障害効果による斥力が平衡をなす距離を置いて複数の粒子が
規則的に配列され得、このように規則的に配列された複数の粒子は、任意の波長の光を反
射させる光結晶を形成できる。換言すれば、複数の粒子は、互いに立体障害効果を示せば
、電場が印加されることによって、可変電気分極特性により粒子間に作用する静電気的引
力と、粒子間に作用する立体障害反発力が相互作用して粒子間の間隔が特定の範囲に到達
するようになり、前記粒子間の間隔が前記特定の範囲に到達するようになることによって
、複数の粒子から特定波長の光が反射され、特定の色が実現され得るようになる。
【００８１】
　＜表示装置の動作原理及び構成＞
【００８２】
　図９は、本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を例示的に示す図である。
【００８３】
　図９を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置９００は、表示部９１０及び電
極９２０を含むことができる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、表示部９１
０には同一の符号の電荷を有し、電気分極特性を有する複数の粒子９１２が溶媒９１４内
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に分散された状態で含まれ得、本発明の他の実施形態によれば、表示部９１０には、同一
の符号の電荷を有する複数の粒子９１２が電気分極特性を有する溶媒９１４内に分散され
た状態で含まれ得る。一方、本発明のこのような実施形態に係る表示装置の構成を概念的
に示せば、それぞれ図１０及び図１１の通りである。本発明のこのような実施形態につい
ては、既に図７及び図８を参照して十分に詳細に説明したので、図１０及び図１１に関す
る追加の説明は省略する。説明のために、表示部９１０と電極９０２とを区分して表示し
たが、このような表示装置が特定の対象に内蔵又は包含される場合には、表示部と電極は
一体となって表示部として改めて示されることもあり得る。即ち、表示部は、溶液及び電
極を何れも含む構成もやはり考慮する必要がある。
【００８４】
　まず、本発明の一実施形態によれば、表示部９１０は、印加される電場の強度及び方向
によって任意の波長の光（即ち、可視光線領域から見ると、フルカラーの光）を反射させ
る機能を行うが、これは前述した原理により表示部９１０に印加される電場の強度及び方
向によって粒子９１２の間隔が制御されることによってなされ得る。即ち、前述したよう
に、本発明の一実施形態によれば、単一画素（独立して制御され得る最小の表示単位）内
で粒子の間隔が調節され、フルカラーの色が実現され得るため、従来方式と同様に、Ｒ、
Ｇ、Ｂに対応する３つの画素を用いて、又はＲ、Ｇ、Ｂに対応する３つのカラーフィルタ
を用いて色を混色して多様な色を実現しなくて済むので、色の実現が非常に簡単になされ
得、これにより、表示装置の構成が非常に簡単になり得る。また、従来方式では、Ｒ、Ｇ
、Ｂに対応する顔料粒子を用いてこれらを混色して色を実現するため、実現され得る色相
にも限界があり、何よりも色の実現方式が複雑になり、駆動回路又は表示装置の構成が複
雑になる。しかしながら、本発明では簡単な方式で色を実現でき、駆動回路及び表示装置
の構成が複雑にならないので、経済的な側面において大きな価値があり得る。
【００８５】
　次に、本発明の一実施形態によれば、電極９２０は、表示部９１０に対して所定の強度
及び方向の電場を印加する機能を行い、電極９２０を通じて印加される電場の強度及び方
向は、表示部９１０から反射されることを所望する光の波長に合せて適切に制御され得る
。
【００８６】
　図１２～図１４は、本発明の一実施形態によって表示装置に印加される電圧のパターン
を例示的に示す図である。
【００８７】
　まず、図１２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置は、粒子及び溶媒に対
して互いに異なる強度及び異なる方向の電場を順次印加して連続的なディスプレイを実現
する上で電場の強度及び方向が変わる間に粒子の間隔を初期化する機能を行う制御部（図
示せず）を更に含むことができる。より具体的に、本発明の一実施形態に係る制御部は、
粒子及び溶媒に電場を印加する電極に第１電圧及び第２電圧を順次印加するにおいて、第
１電圧を印加した後、第２電圧を印加する前に粒子及び溶媒に対して第１電圧と反対方向
の初期化（reset）電圧を印加することで、第１電圧によって所定の間隔で配列されてい
た粒子の間隔を初期の状態に戻す機能を行う。これにより、本発明の一実施形態に係る表
示装置は、動作速度を向上させ、残像を抑制できるようになるなど、ディスプレイ性能を
向上させることができるようになる。また、本発明の一実施形態によれば、初期化電圧は
、直前に印加されていた電圧と反対方向に印加されるため、直前に印加されていた電圧に
よって所定の方向に移動して配列された粒子を強制的に反対方向に移動させて表示装置を
オフする場合においても動作速度を速くするという効果を達成できる。
【００８８】
　次に、図１３を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置は、粒子及び溶媒に対
して互いに異なる強度及び異なる方向の電場を順次印加して連続的なディスプレイを実現
する上で予め粒子の間隔を所定の間隔で維持させる機能を行う制御部（図示せず）を更に
含むことができる。より具体的に、本発明の一実施形態に係る制御部は、粒子及び溶媒に
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電場を印加する電極に第１電圧及び第２電圧を順次印加するにおいて、予め所定の待機（
standby）電圧を印加した状態で第１電場と第２電圧を印加することで、粒子の間隔が所
望の間隔で迅速に制御され得るようにする機能を行う。これにより、本発明の一実施形態
に係る表示装置は、応答速度を高め、画面の切替を速くするなど、ディスプレイ性能を向
上させることができるようになる。即ち、従来の電子ペーパー（electronic paper）技術
では特定のカラーを表示するために、特定カラーの粒子をセル内の一端から他端を縦断す
るように移動させなければならなかったが、本発明では可視光線帯域の反射光が現れない
程度の相対的に低いレベルの待機電圧を印加して粒子をセル内の一方向に密集させた後、
特定レベル以上の電圧を印加して可視光線帯域の光を反射する光結晶を実現できるので、
粒子の局部的な位置移動だけでも可視光線帯域の光を反射する光結晶を実現できるように
なり、動作速度を速くすることができる。
【００８９】
　次に、図１４を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置は、粒子及び溶媒に対
して互いに異なる強度及び異なる方向の電場を順次印加して連続的なディスプレイを実現
するにおいて、電場の強度及び印加時間などにおいて多様なパターンの電場が印加される
ようにする機能を行う制御部（図示せず）を更に含むことができる。より具体的に、本発
明の一実施形態に係る制御部は、粒子及び溶媒に電場を印加する電極に電圧を印加するに
おいて、所定の電圧で電圧のレベルを上昇又は下降させることができ（図１４の（ａ）参
照）、任意に電圧の印加時間又は周期を拡大又は短縮でき（図１４の（ｂ）参照）、非連
続的なパルス電圧を反復的に印加することで、電圧が連続的に印加された場合と同様の効
果を達成できる（図１４の（ｃ）参照）。これにより、本発明の一実施形態に係る表示装
置は、多様なパターンのディスプレイを可能にし、電力消費を低減するなどディスプレイ
性能を向上させることができるようになる。
【００９０】
　但し、本発明に係る電場印加パターンが必ずしも前記列挙したものに限定されるもので
はなく、本発明の目的を達成できる範囲内で、即ち、電場によって粒子の間隔が制御され
得る範囲内で適切に変更され得ることを明確にしておく。
【００９１】
　図１５は、本発明の一実施形態によって太陽電池部を含む表示装置の構成を例示的に示
す図である。
【００９２】
　図１５を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置１５００は、表示装置１５０
０を透過する光を用いて起電力を発生させ、貯蔵する機能を行う太陽電池部１５３０を更
に含むことができる。本発明の一実施形態によれば、太陽電池部１５３０によって発生し
た起電力は、電極１５２０に印加される電圧を発生させるのに使用され得、これにより、
表示装置１５００は外部からの電源供給に依存しなくても、以上で説明した光結晶性ディ
スプレイを実現できるようになる。但し、本発明に係る表示装置と太陽電池部との組み合
わせが必ずしも前記列挙したものに限定されるものではなく、太陽電池部によって発生し
た起電力は、表示装置を駆動する以外に他の用途にも使用され得る。
【００９３】
　一方、光結晶性を用いた表示装置は、入射される光のうち、特定波長の光を選択的に反
射させる原理によって動作するため、光結晶性を用いた表示装置を利用して完全な黒色又
は白色を表現することが容易でないこともあり得る。以下では、光結晶性を用いた表示装
置を利用して黒色又は白色をディスプレイする構成について説明する。
【００９４】
　図１６は、本発明の一実施形態によって黒色又は白色をディスプレイする表示装置の構
成を例示的に示す図である。
【００９５】
　図１６を参照すれば、表示部１６１０には黒色の粒子１６１２が含まれ得、電極は透明
な上部電極１６２０及び白色の第１及び第２下部電極１６２２、１６２４で構成され得る
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。まず、表示部１６１０に印加される電場の強度が既に設定された値未満であるか、電場
が印加されない場合には、粒子１６１２は光結晶をなすことができず、自身の固有なカラ
ーである黒色を反射させるか、粒子と溶媒との屈折率差による散乱光を反射させることが
でき、これにより表示部１６１０は、黒色をディスプレイできるようになる（図１６の（
ａ）参照）。たとえ、図１６には示されていなくても、表示部１６１０に閾値以上の電場
を印加することによって、黒色の粒子１６１２が上部電極１６２０側に密着して配列され
るようにすることができ、このような場合にも、表示部１６１０は黒色をディスプレイで
きるようになる。次に、表示部１６１０に適切な強度の電場が印加される場合には、光結
晶をなす粒子１６１２から所望の任意の波長範囲の光が反射され得る（図１６の（ｂ）参
照）。次に、表示部１６１０に既に設定された強度以上の電場が印加される場合には、電
気泳動を起こす電気的引力の大きさが大きくなり過ぎることによって、粒子１６１２の間
隔が適切な間隔で維持できず、粒子１６１２が一方に偏るおそれがあるが、例えば第１下
部電極１６２２部分にのみ既に設定された値以上の電場が印加されれば、表示部１６１０
に含まれるあらゆる粒子１６１２は光結晶をなすことができず、第１下部電極１６２２に
よってカバーされる狭い領域に偏るようになり得る。従って、第２下部電極１６２４は、
黒色である粒子１６１２の影響を受けないまま自身の固有なカラーである白色を反射させ
ることができ、これにより、表示部１６１０は白色をディスプレイできるようになる（図
１６の（ｃ）参照）。
【００９６】
　但し、図１６の実施形態において粒子及び電極のカラーを黒色及び白色に特定したが、
必ずしもこれに限定されるものではなく、本発明の表示装置に適用され得る粒子及び電極
のカラーはいくらでも変更され得、更には透明に設定されることもあり得る。以下では、
光結晶性を用いた表示装置を利用して透明なディスプレイをする構成について説明する。
【００９７】
　図１７は、本発明の一実施形態によって透明なディスプレイを実現する表示装置の構成
を例示的に示す図である。
【００９８】
　図１７を参照すれば、表示部１７１０には、ＳｉＯｘなどの可視光線透過性物質を含む
透明な粒子１７１２が含まれ得、電極はやはり透明な上部電極１７２０及び下部電極１７
２２で構成され得る。まず、表示部１７１０に印加される電場の強度が既に設定された値
未満であるか、電場が印加されない場合には、粒子１７１２は光結晶をなすことができず
、光結晶によるカラーを示せなくなり、粒子と溶媒間の屈折率差により入射光が散乱され
得る（図１７の（ａ）参照）。次に、表示部１７１０に適切な強度の電場が印加される場
合には、光結晶をなす粒子１７１２から所望の任意の波長範囲の光が反射され得る（図１
７の（ｂ）参照）。次に、表示部１７１０に既に設定された強度以上の電場が印加される
場合には、電気泳動を起こす電気的引力の大きさが大きくなり過ぎることによって、粒子
１７１２の間隔が可視光線帯域よりも短い波長範囲（例えば、紫外線帯域）の光のみを反
射するようになり得る。即ち、このような場合、光結晶によって可視光線帯域の光が反射
されずに透過するため、上部電極１７２０、下部電極１７２２及び粒子１７１２が何れも
透明になり、これにより、図１７の表示装置は、全体的に透明になり得る（図１７の（ｃ
）参照）。
【００９９】
　一方、図１７では具体的に示されていないが、図１７の（ｃ）の場合は、光結晶によっ
て可視光線帯域の光が反射されずに透過するため、下部電極として特定のカラーを有する
電極が使用されれば、結果として、下部電極のカラーが表示されることもあり得る。
【０１００】
　即ち、本発明に係る表示装置は、特定水準以下の電圧が印加される場合に、入射光が散
乱され、半透明或いは不透明になり、特定の範囲の電圧が印加される場合に、粒子の規則
的な配列（即ち、光結晶）により可視光線帯域の入射光が反射され、所定のカラーを表示
するようになり、特定水準を超える電圧が印加される場合には、粒子の間隔が狭くなり過
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ぎることによって、可視光線帯域の入射光は透過し、可視光線帯域よりも短い波長範囲で
ある紫外線帯域の入射光が反射されて透明になる。従って、本発明に係る表示装置によれ
ば、任意の波長範囲の光を反射させることができることはもちろん、透明又は不透明にも
なり得る色可変ガラスなどを製作でき、更には表示装置の透明度を調節することで、表示
装置を基準として一方に存在する特定のカラー又はパターンが反対側に存在する観察者に
見えるようにするか、見えなくするディスプレイシステムを実現することもできるように
なる。
【０１０１】
　図１８は、本発明の一実施形態によって反射型表示装置と発光型表示装置を結合した構
成を例示的に示す図である。
【０１０２】
　また、本発明の一実施形態に係る反射型表示装置１８１０、１８２０と別個の発光型表
示装置１８３０、１８４０を結合できる。より具体的に、本発明の一実施形態に係る反射
型表示装置１８１０、１８２０の下部に発光型表示装置１８３０、１８４０を結合させ、
反射型表示装置１８１０、１８２０と発光型表示装置１８３０、１８４０を互いに独立し
て駆動させることで、反射型表示装置１８１０、１８２０が動作するモードで光結晶によ
る反射光がディスプレイされ、反対に発光型表示装置１８３０、１８４０が動作するモー
ドでは所定のバックライト（back light）で発生し、カラーフィルタを透過した光が光結
晶粒子を透過してディスプレイされ得る。このように、反射型表示装置と発光型表示装置
を結合すれば、発光型表示装置のみを用いる場合と対比して、電力消費を低減でき、反射
型表示装置のみを用いる場合と対比して、表示可能なカラーの範囲が広くなるという効果
が達成され得る。
【０１０３】
　＜光透過度の制御＞
【０１０４】
　一方、図１９及び図２０は、本発明の他の実施形態によって光透過度を制御する構成を
例示的に示す図である。参考までに、本発明の他の実施形態に係る表示装置１９００、２
０００の上部電極１９３０、２０３０及び下部電極１９４０、１９５０、２０４０は、光
透過性物質からなり得る。
【０１０５】
　一方、本発明の他の実施形態によれば、複数の粒子が溶媒内に分散された状態で電極を
通じて電場を印加し、電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して粒子の位置
又は配列を制御することで、粒子及び溶媒に入射される光の透過度を制御できる。
【０１０６】
　まず、本発明の他の実施形態によれば、電場が印加されない場合に溶媒内の粒子が不規
則に分散され得、このような場合、粒子及び溶媒に入射される光の透過度は、特に制御さ
れない状態となる。即ち、粒子及び溶媒に入射される光のうちの一部は、不規則に分散さ
れている複数の粒子によって散乱又は反射され、残りの一部は、粒子や溶媒を通り、その
まま透過できるようになる。
【０１０７】
　次に、本発明の他の実施形態によれば、同一の符号の電荷を有する複数の粒子が溶媒に
分散された状態で粒子及び溶媒に電場が印加される場合、粒子の有する電荷によって複数
の粒子には、電場の強度と粒子の電荷量に比例する電気的引力が作用するようになり、こ
れにより、複数の粒子は電気泳動され、所定方向に移動するようになる。このとき、印加
される電場の強度が既に設定された値以上である場合には、複数の粒子が第１モードと同
様、光結晶を形成できず、粒子の間隔が狭くなり、互いに結集した状態で電場を印加する
電極側に移動するようになる。
【０１０８】
　図１９を参照すれば、電場が印加されない場合には、溶媒内の複数の粒子１９１０が不
規則に配列されるため、入射光が粒子１９１０によって散乱又は反射され、入射光の光透
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過度が制御されず、低い状態になるが（図１９の（ａ）参照）、相対的に狭い面積を有す
る第２下部電極１９５０に所定の電圧を印加して粒子１９１０が第２下部電極１９５０側
に集中するようにすれば、相対的に広い面積を有する第１下部電極１９４０を通じて入射
される光は、粒子１９１０によって散乱又は反射されないので、全体的に見るとき、表示
装置１９００に入射される光の透過度が高くなり得る（図１９の（ｂ）参照）。前記のよ
うな原理を用いて第２下部電極１９５０の面積や第２下部電極１９５０に印加される電圧
の強度を調節することで、表示装置１９００に入射される光の光透過度を制御できるよう
になる。
【０１０９】
　次に、本発明の他の実施形態によれば、電気分極特性を有する複数の粒子が溶媒内に分
散された状態で粒子及び溶媒に電場が印加される場合、複数の粒子は、電場により分極が
誘発され、電場の方向によって何れも同一の方向に分極され得るが、同一の方向に分極さ
れた複数の粒子間には電気的引力が発生するため、溶媒内に分散されている複数の粒子は
互いに引っ張って電場の方向と平行な方向に規則的に配列され得る。従って、電場の強度
又は方向を調節して電場の方向と平行な方向に規則的に配列される複数の粒子の配列状態
を制御することで、溶媒及び粒子に対する入射光の透過度を制御できるようになる。
【０１１０】
　図２０を参照すれば、電場が印加されない場合には、溶媒内の複数の粒子２０１０が不
規則に配列されるため、入射光２０４０が粒子２０１０及び溶媒２０２０によって散乱又
は反射されるか、溶媒２０２０をそのまま透過するなど入射光２０４０の光透過度が制御
されず、低い状態となる（図２０の（ａ）参照）。更に図２０を参照すれば、電気分極特
性を有する複数の粒子２０１０が溶媒２０２０内に分散された状態で電場が印加される場
合には、複数の粒子２０１０が入射光２０４０の方向と平行な方向に配列されるため、入
射光２０４０の方向が粒子２０１０の配列方向となす角度が小さいほど、即ち、入射光２
０４０が入射される方向が粒子２０１０の配列方向と平行に近いほど、入射光２０４０が
粒子２０１０によって反射又は散乱される程度が相対的に低くなるため、入射光２０４０
の透過度が相対的に高くなり得る（図２０の（ｂ）参照）。しかしながら、反対に、粒子
２０１０の配列方向が入射光２０４０の方向と平行せず、所定の角をなす場合は、入射光
２０４０が粒子２０１０によって反射又は散乱される程度が相対的に高くなるため、入射
光２０４０の透過度が相対的に低くなり得る（図２０の（ｃ）参照）。
【０１１１】
　＜表示装置の応用＞
【０１１２】
　一方、本発明の一実施形態によれば、サンプル領域上に表示される少なくとも１つのサ
ンプルカラーのうちの何れか１つがユーザにより選択されることに対応して対象領域上に
該当カラーが表示されるようにしたり、多様な検知手段から獲得された検知情報に対応す
るカラーが対象領域上に表示されるようにすることで、ユーザが対象領域上に表示される
カラーを直観的に制御できるようにするユーザインターフェースを提供し、多様な検知情
報を視覚的に表現できる。
【０１１３】
　同様に、本発明の他の実施形態によれば、サンプル領域上に実現される少なくとも１水
準のサンプル光透過度のうちの何れか１つがユーザにより選択されることに対応して対象
領域上に該当光透過度が実現されるようにしたり、多様な検知手段から獲得された検知情
報に対応する光透過度が対象領域上に実現されるようにすることで、ユーザが対象領域上
に実現される光透過度を直観的に制御できるようにするユーザインターフェースを提供し
、多様な検知情報を視覚的に表現できる。
【０１１４】
　図２１は、本発明の一実施形態によって、ユーザにより選択されたサンプルカラーが対
象領域に表示され得るようにする表示装置の構成を例示的に示す図である。
【０１１５】
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　図２１を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置２１００は、サンプル領域表
示部２１１０、対象領域表示部２１２０及び制御部２１３０を含むことができる。
【０１１６】
　まず、本発明の一実施形態によれば、サンプル領域表示部２１１０は、所定のサンプル
領域上に少なくとも１つのサンプルカラーを表示したり、少なくとも１水準のサンプル光
透過度を実現する機能を行うことで、ユーザがサンプル領域上に表示された少なくとも１
つのサンプルカラーのうち、自身が所望のカラーを選択したり、サンプル領域上に実現さ
れた少なくとも１水準のサンプル光透過度のうち、自身が所望の光透過度を選択できるよ
うにするユーザインターフェースを提供できる。また、本発明の一実施形態によれば、サ
ンプル領域表示部２１１０は、ユーザにより選択されたカラー又は光透過度に関する入力
信号を生成して後述する制御部２１３０に伝達する機能を行える。
【０１１７】
　より具体的に、本発明の一実施形態に係るサンプル領域表示部２１１０は、前述したよ
うに、複数の粒子及び溶媒に電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの少なくとも
１つを調節して粒子の間隔を制御して粒子から反射される光のカラーが可変的に表示され
るようにすることで、サンプル領域上に少なくとも１つのサンプルカラーを表示できる。
また、本発明の一実施形態に係るサンプル領域表示部２１１０は、複数の粒子及び溶媒に
電場を印加し、電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して粒子の位置又は配
列を制御することで、粒子及び溶媒に入射される光の透過度を制御できる。
【０１１８】
　一方、本発明の一実施形態によれば、サンプル領域上で相互隣接して表示される少なく
とも１つのサンプルカラーは、それぞれ互いに連続的な波長範囲を有することができるが
、これにより、ユーザが自身の所望するカラーを更に正確に選択するようにできる。また
、本発明の一実施形態によれば、サンプルカラーが表示されるサンプル領域上にはタッチ
パッドが実現され得るが、これにより、ユーザが更に直観的、且つ、自然にサンプルカラ
ーを選択するようにできる。但し、本発明に係るサンプルカラー表示方法やサンプルカラ
ー選択方法が必ずしも前記列挙された実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的
を達成できる範囲内で変更され得ることを明確にしておく。
【０１１９】
　次に、本発明の一実施形態によれば、対象領域表示部２１２０は、後述する制御部２１
３０から伝達される制御信号を参照して、所定の対象領域上にユーザにより選択されたカ
ラーに対応するカラーを表示したり、ユーザにより選択された光透過度に対応する光透過
度を実現する機能を行える。
【０１２０】
　より具体的に、本発明の一実施形態に係る対象領域表示部２１２０は、前述したように
、複数の粒子及び溶媒に電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つ
を調節して前記粒子の間隔を制御して前記粒子から反射される光のカラーが可変的に表示
されるようにすることで、対象領域上に所定のカラーを表示できる。従って、対象領域上
には複数のカラーが混合されて現れるカラーではなく、粒子の間隔によって変わり得る連
続的な波長範囲を有する（即ち、アナログ的に変化できる）カラーが表示され得るように
なる。但し、本発明に係る対象領域表示部に適用され得るディスプレイ手段が必ずしも前
記列挙されたものに限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内で変更さ
れ得ることを明確にしておく。例えば、本発明の他の実施形態に係る対象領域表示部には
温度によってカラーが変わる染料、圧力によってカラーが変わる染料などが混合されるこ
ともあり得る。また、本発明の一実施形態に係る対象領域表示部２１２０は、複数の粒子
及び溶媒に電場を印加し、電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して粒子の
位置又は配列を制御することで、粒子及び溶媒に入射される光の透過度を制御できる。
【０１２１】
　次に、本発明の一実施形態によれば、制御部２１３０は、サンプル領域上に表示される
少なくとも１つのサンプルカラーのうちの何れか１つが選択されることに関する入力信号
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又は少なくとも１水準のサンプル光透過度のうちの何れか１つが選択されることに関する
入力信号をサンプル領域表示部２１１０から獲得し、このように獲得された入力信号を参
照して対象領域に表示されるカラー、即ち、選択されたカラーに対応するカラーを表示す
ることに関する制御信号又は選択された光透過度に対応する光透過度を実現することに関
する制御信号を生成でき、このように生成された制御信号は、対象領域表示部２１２０に
伝達され得る。本発明の一実施形態によれば、制御部２１３０は、オペレーティングシス
テム、アプリケーションプログラムモジュール及びその他プログラムモジュールの形態で
表示装置２１００に含まれてもよく、物理的には、多様な公知の記憶装置上に格納されて
もよい。また、このようなプログラムモジュールは、表示装置２１００と通信可能な遠隔
記憶装置に格納されてもよい。一方、このようなプログラムモジュールは、本発明によっ
て後述する特定の業務を行うか、特定の抽象データタイプを実行するルーチン、サブルー
チン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを包括するが、これ
に制限されるものではない。
【０１２２】
　図２２及び図２３は、本発明の一実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示
的に示す図である。
【０１２３】
　図２２を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置を用いてノートパソコンの外
装のカラーを制御できる。本発明の一実施形態によれば、ノートパソコンの外装の一部に
位置するサンプル領域２２１０上に連続的な波長範囲を有する少なくとも１つのサンプル
カラーが表示され得、ユーザがサンプル領域２２１０上に表示されたサンプルカラーのう
ち、緑色を選択すれば、これに対応して対象領域２２２０、即ち、ノートパソコンの外装
全体領域上に緑色が表示されるようにできる。一方、本発明の一実施形態によれば、ユー
ザにより選択される光透過度に対応する光透過度をノートパソコンの対象領域上に実現し
てノートパソコンの外装の透明度を可変的に制御することもできる。
【０１２４】
　また、図２３を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置を用いて家具の外装の
カラーを制御できる。本発明の一実施形態によれば、フィルム形態で実現された対象領域
２３１０が家具の外装のうちの少なくとも一部領域をカバーでき、サンプル領域（図示せ
ず）に表示される少なくとも１つのサンプルカラーのうち、ユーザにより選択されるカラ
ーに対応するカラーを対象領域２３１０上に表示することで、家具のカラーを可変的に制
御できるようになる。図２３に示すように、家具の主要装飾（例えば、螺鈿細工など）部
分のカラーを可変的に表示することで、家具の美感を向上させることができるようになる
。一方、本発明の一実施形態によれば、ユーザにより選択される光透過度に対応する光透
過度を家具の対象領域上に実現して家具の主要装飾の透明度を可変的に制御することもで
きる。また、図面には示していないが、家庭で用いられる家庭用冷蔵庫において、そのフ
レームの表面色をユーザの希望や周辺環境と調和が取れるように変化されるようにできる
。
【０１２５】
　但し、本発明の一実施形態に係る表示装置が適用され得る応用分野が必ずしも前記列挙
されたものに限定されるものではなく、壁面、天井、床、外壁、ガラスのような建築資材
をはじめとし、かばん、衣服、植木鉢などの多様な分野にいくらでも適用され得ることを
明確にしておく。
【０１２６】
　図２４は、本発明の一実施形態によって多様な検知手段から獲得された検知情報に対応
するカラーを対象領域上に表示され得るようにする表示装置の構成を例示的に示す図であ
る。
【０１２７】
　図２４を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置２４００は、検知部２４１０
、対象領域表示部２４２０及び制御部２４３０を含むことができる。
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【０１２８】
　まず、本発明の一実施形態によれば、検知部２４１０は、少なくとも１つの検知手段を
用いて多様な検知情報を獲得する機能を行える。また、本発明の一実施形態によれば、検
知部２４１０は、検知手段によって獲得された検知情報に関する入力信号を生成して後述
する制御部２４３０に伝達する機能を行える。より具体的に、本発明の一実施形態に係る
検知部２４１０に含まれ得る検知手段には、ジャイロセンサ、温度センサ、湿度センサ、
圧力センサ、音響センサ、光センサ、電流センサ、電圧センサ、電荷センサ、酸性度セン
サ、映像センサ、人体信号センサ、タイマなどがあり、これにより検知の対象となる客体
の多様な状態に関する多様な検知情報が獲得され得る。但し、本発明に係る検知部２４１
０に含まれ得る検知手段が必ずしも前記列挙された検知手段に限定されるものではなく、
本発明の目的を達成できる範囲内で変更され得ることを明確にしておく。即ち、検知情報
は、該当装置の周辺環境に関する情報であるか、該当装置のユーザによって入力又は処理
される情報であり得る。
【０１２９】
　次に、本発明の一実施形態によれば、対象領域表示部２４２０は、後述する制御部２４
３０から伝達される制御信号を参照して、所定の対象領域上に検知部２４１０から獲得さ
れた検知情報に対応するカラーを表示したり、光透過度を実現する機能を行える。より具
体的に、本発明の一実施形態に係る対象領域表示部２４２０は、前述したように、複数の
粒子及び溶媒に電場を印加し、前記電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節し
て前記粒子の間隔を制御して前記粒子から反射される光のカラーが可変的に表示されるよ
うにすることで、対象領域上に所定のカラーを表示できる。従って、対象領域上には複数
のカラーが混合されて現れるカラーではなく、粒子の間隔によって変わり得る連続的な波
長範囲を有する（即ち、アナログ的に変化できる）カラーが表示され得るようになる。但
し、本発明に係る対象領域表示部に適用され得るディスプレイ手段が必ずしも前記列挙さ
れたものに限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内で変更され得るこ
とを明確にしておく。例えば、本発明の他の実施形態に係る対象領域表示部には、温度に
よってカラーが変わる染料、圧力によってカラーが変わる染料などが混合されることもあ
り得る。また、本発明の一実施形態に係る対象領域表示部２４２０は、複数の粒子及び溶
媒に電場を印加し、電場の強度及び方向のうちの少なくとも１つを調節して粒子の位置又
は配列を制御することで、粒子及び溶媒に入射される光の透過度を制御できる。
【０１３０】
　次に、本発明の一実施形態によれば、制御部２４３０は、検知の対象となる客体の状態
を検知した結果、得られた検知情報に関する入力信号を検知部２４１０から獲得し、この
ように獲得された入力信号を参照して対象領域に表示されるカラー又は対象領域に実現さ
れた光透過度に対する制御信号を生成でき、このように生成された制御信号は、対象領域
表示部２４２０に伝達され得る。本発明の一実施形態によれば、制御部２４３０は、オペ
レーティングシステム、アプリケーションプログラムモジュール及びその他プログラムモ
ジュールの形態で表示装置２４００に含まれてもよく、物理的には、多様な公知の記憶装
置上に格納されてもよい。また、このようなプログラムモジュールは、表示装置２４００
と通信可能な遠隔記憶装置に格納されてもよい。一方、このようなプログラムモジュール
は、本発明によって後述する特定の業務を行うか、特定の抽象データタイプを実行するル
ーチン、サブルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを
包括するが、これに制限されるものではない。
【０１３１】
　例えば、本発明の一実施形態に係る表示装置は、酸性度センサを用いて冷蔵庫内に保管
されている食べ物の酸性度を検知し、食べ物の新鮮度、即ち、腐敗の度合いに関する検知
情報を獲得でき、このように獲得された検知情報を参照して冷蔵庫の外装の所定の領域に
食べ物の新鮮度状態を意味する所定のカラーを表示できるが、より具体的に、食べ物の新
鮮度が高い場合には緑色、食べ物の新鮮度が中間である場合には黄色、食べ物の新鮮度が
低い場合には赤色を表示できる。また、冷蔵庫の温度を測定して冷蔵庫の温度によってそ
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の表面の色が変わる構成も考えられる。
【０１３２】
　前述したように、本発明に係る表示装置は、薄い厚さのフレキシブル（ｆｌｅｘｉｂｌ
ｅ）なフィルムの形態で製作され得、フルカラーのディスプレイを実現できるため、電子
装置（携帯電話、ノートパソコン、ＰＣ、テレビ、個人用マルチメディアプレイヤ（ＰＭ
Ｐ）、冷蔵庫など）、音響装置（スピーカなど）、人体診断装置、時計、電熱装置、冷暖
房装置、湿度調節装置、自動車、自転車、家具、衣服、建築資材（室内壁面、建築物外壁
、ガラス、広告パネル）のような多様な客体の外装の屈曲がある表面上に容易に適用され
得、これにより多様な客体の外装のカラーや透明度を自由に制御できるようになる。
【０１３３】
　図２５～図３３は、本発明の一実施形態に係る表示装置を含む応用装置の構成を例示的
に示す図である。
【０１３４】
　図２５を参照すれば、バッテリの充電状態（即ち、残量）に関する情報を参照して電子
装置の外装のカラーを制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、携帯用
電子装置の外装のうちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる対象領域２５
１０を配置させ、携帯用電子装置のバッテリの電荷量、電流値、電圧値などを検知した結
果、獲得される携帯用電子装置のバッテリの充電状態に関する情報に対応するカラーを対
象領域２５１０に表示することで、携帯用電子装置のバッテリの充電状態を携帯用電子装
置の外装のカラーとして視覚的に表現できるようになる。例えば、バッテリの残量が多く
残っている場合に、携帯電話の外装２５１０に特にカラーを表示せず（図２５の（ａ）参
照）、バッテリの残量があまり残っていない場合には、携帯電話の外装２５１０に灰色の
カラーを表示してユーザに視覚的に警告できる（図２５の（ｂ）参照）。
【０１３５】
　また、本発明の一実施形態によれば、電子装置のバッテリの充電状態に関する情報に対
応する光透過度を電子装置の外装の対象領域上に実現することで、電子装置のバッテリの
充電状態を外装の透明度で視覚的に表現できる。
【０１３６】
　図２６を参照すれば、ユーザに提供されているコンテンツに関する情報を参照してノー
トパソコン、ＰＣなどの端末装置の外装カラーを制御できる。より具体的に、本発明の一
実施形態によれば、端末装置のモニタの外装のうちの少なくとも一部領域（例えば、モニ
タのベゼル領域）にカラーを可変的に表示できる対象領域２６１０を配置させ、モニタ上
に表示されているウェブサイトが有害なウェブサイトか否かに関する文脈情報を認識した
結果、獲得されるコンテンツが有害か否かに関する情報に対応するカラーを対象領域２６
１０に表示することで、端末装置上で提供されるコンテンツの有害性を端末装置のモニタ
の外装のカラーとして視覚的に表現できるようになる。例えば、端末装置のモニタを通じ
て健全なコンテンツが提供されている場合に、モニタのベゼル２６１０に特にカラーを表
示せず（図２６の（ａ）参照）、有害なコンテンツが提供されている場合には、モニタの
ベゼル２６１０に赤色のカラーを表示できる（図２６の（ｂ）参照）。前記実施形態と同
様の原理を用いて、コンテンツの種類、内容、受信される通話の発信者などによって端末
装置の外装のカラーを可変的に表示することもできる。
【０１３７】
　また、本発明の一実施形態によれば、端末装置で提供されているコンテンツに関する情
報に対応する光透過度を端末装置の外装の対象領域上に実現することで、端末装置で提供
されているコンテンツに関する情報を外装の透明度で視覚的に表現できる。
【０１３８】
　図２７を参照すれば、周辺環境に関する情報を参照して、ヘルメット、ジャケット、天
幕などの偽装用装置の外装のカラーを制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態に
よれば、偽装用ヘルメットの外装のうちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示で
きる対象領域２７１０を配置させ、偽装用ヘルメットの周辺環境の映像のカラー、パター
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ン、明るさなどを認識した結果、獲得される周辺環境に関する情報に対応するカラーを対
象領域２７１０に表示することで、偽装用ヘルメットのカラー、パターン、明るさなどが
周辺環境のそれと類似するように、偽装用ヘルメットの外装のカラーを調節できるように
なる。例えば、偽装用ヘルメットの周辺にコンクリート壁がある場合に、偽装用ヘルメッ
トの外装２７１０にコンクリート壁と類似のカラー及びパターンを表示でき（図２７の（
ａ）参照）、偽装用ヘルメットの周辺に木の葉が多い場合には、偽装用ヘルメットの外装
２７１０に木の葉と類似のカラー及びパターンを表示できる（図２７の（ｂ）参照）。前
記実施形態と同様の原理を用いて、偽装用ジャケット、偽装用天幕などの外装のカラーを
調節することもできる。
【０１３９】
　また、本発明の一実施形態によれば、周辺環境に関する情報に対応する光透過度を対象
領域に実現することで、偽装用ヘルメットの透明度が周辺環境のそれと類似するように、
偽装用ヘルメットの外装の光透過度を調節できるようになる。
【０１４０】
　図２８を参照すれば、出力される音響に関する情報を参照して音響装置の外装のカラー
を制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、音響装置の外装のうちの少
なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる対象領域２８１０を配置させ、出力され
る音響の強度、周波数、リズム、音程、拍子、ジャンルなどを認識した結果、得られる音
響に関する情報に対応するカラーを対象領域２８１０に表示することで、音響装置から出
力される音響に関する情報を音響装置の外装のカラーとして視覚的に表現できるようにな
る。例えば、音響装置から出力される音響のジャンルがクラシックの場合とダンスの場合
に、音響装置の外装２８１０に互いに異なるカラー及びパターンを表示できる（図２８の
（ａ）及び（ｂ）参照）。
【０１４１】
　また、本発明の一実施形態によれば、音響に関する情報に対応する光透過度を対象領域
に実現することで、音響装置から出力される音響に関する情報を音響装置の外装の透明度
で視覚的に表現できるようになる。
【０１４２】
　図２９を参照すれば、人体の状態に関する情報を参照して運動装置や人体診断装置の外
装のカラーを制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、運動装置や人体
診断装置の外装のうちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる対象領域２９
１０を配置させ、運動装置や人体診断装置を用いるユーザの心拍数、血圧、体温、脳波な
どを検知した結果、得られる人体の状態に関する情報に対応するカラーを対象領域２９１
０に表示することで、人体の状態に関する情報を運動装置や人体診断装置の外装のカラー
として視覚的に表現できるようになる。例えば、ランニングマシンを利用するユーザの心
拍数が６０回に過ぎない場合に、ランニングマシンの外装２９１０に特にカラーを表示せ
ず（図２９の（ａ）参照）、ユーザの心拍数が１２０回に該当する場合には、ランニング
マシンの外装２９１０に赤色のカラーを表示できる（図２９の（ｂ）参照）。
【０１４３】
　また、本発明の一実施形態によれば、人体の状態に関する情報に対応する光透過度を対
象領域に実現することで、人体の状態に関する情報を運動装置や人体診断装置の外装の透
明度で視覚的に表現できるようになる。
【０１４４】
　図３０を参照すれば、時間又は時刻に関する情報を参照して時計やタイマの外装のカラ
ーを制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、時計やタイマの外装のう
ちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる対象領域３０１０を配置させ、時
間に関する情報に対応するカラーを対象領域３０１０に表示することで、時間に関する情
報を時計やタイマの外装のカラーとして視覚的に表現できるようになる。例えば、午前時
間帯、午後時間帯及び夕方時間帯にそれぞれ時計の外装３０１０のカラーを異なるように
表示できる（図３０の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）参照）。
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【０１４５】
　また、本発明の一実施形態によれば、時間に関する情報に対応する光透過度を対象領域
に実現することで、時間に関する情報を時計やタイマの外装の透明度で視覚的に表現でき
るようになる。
【０１４６】
　図３１を参照すれば、温度に関する情報を参照して電熱装置や冷暖房装置の外装のカラ
ーを制御できる。より具体的に、本発明の一実施形態によれば、電熱装置や冷暖房装置の
外装のうちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる対象領域３１１０を配置
させ、検知される温度に関する情報に対応するカラーを対象領域３１１０に表示すること
で、温度に関する情報を電熱装置や冷暖房装置の外装のカラーとして視覚的に表現できる
ようになる。例えば、アイロンのプレートの温度が摂氏２０℃に過ぎない場合に、アイロ
ンの取っ手部分３１１０に特にカラーを表示せず（図３１の（ａ）参照）、アイロンのプ
レートの温度が摂氏１００℃で非常に熱い場合には、アイロンの取っ手部分３１１０に赤
色のカラーを表示してユーザに視覚的に警告できる（図３１の（ｂ）参照）。
【０１４７】
　また、本発明の一実施形態によれば、検知される温度に関する情報に対応する光透過度
を対象領域に表示することで、温度に関する情報を電熱装置や冷暖房装置の外装の透明度
で視覚的に表現できるようになる。
【０１４８】
　図３２を参照すれば、湿度に関する情報を参照して湿度調節装置の外装のカラーを制御
できる。本発明の一実施形態によれば、湿度調節装置の外装のうちの少なくとも一部領域
にカラーを可変的に表示できる対象領域３２１０を配置させ、検知される湿度に関する情
報に対応するカラーを対象領域３２１０に表示することで、湿度に関する情報を湿度調節
装置の外装のカラーとして視覚的に表現できるようになる。例えば、加湿器によって測定
された相対湿度が２０％に過ぎない場合に、加湿器の外装３２１０に特にカラーを表示せ
ず（図３２の（ａ）参照）、相対湿度が８０％に該当する場合には、加湿器の外装３２１
０に青色のカラーを表示できる（図３２の（ｂ）参照）。前記実施形態と同様の原理を用
いて、植木鉢に含まれている水分の湿度によって植木鉢の外装のカラーを可変的に表示す
ることもできる。
【０１４９】
　また、本発明の一実施形態によれば、検知される湿度に関する情報に対応する光透過度
を対象領域に表示することで、湿度に関する情報を湿度調節装置の外装の透明度で視覚的
に表現できるようになる。
【０１５０】
　図３３を参照すれば、運動状態に関する情報を参照して自動車、オートバイ、自転車、
ボード、駒などの動く装置の外装のカラーを制御できる。本発明の一実施形態によれば、
自動車などの動く装置の外装のうちの少なくとも一部領域にカラーを可変的に表示できる
対象領域３３１０を配置させ、自動車などの動く装置の速度、加速度、角速度、角加速度
などを検知した結果、獲得される運動状態に関する情報に対応するカラーを対象領域３３
１０に表示することで、運動状態に関する情報を自動車などの動く装置の外装のカラーと
して視覚的に表現できるようになる。例えば、自動車の速度が３０ｋｍ／ｈに過ぎない場
合には、自動車のダッシュボード３３１０に特にカラーを表示せず（図３３の（ａ）参照
）、自動車の速度が１００ｋｍ／ｈで速い場合には、自動車のダッシュボード３３１０に
赤色のカラーを表示してユーザに視覚的に警告できる（図３３の（ｂ）参照）。
【０１５１】
　また、本発明の一実施形態によれば、運動状態に関する情報に対応する光透過度を対象
領域に表示することで、運動状態に関する情報を自動車などの動く装置の外装の透明度と
して視覚的に表現できるようになる。
【０１５２】
　即ち、本発明の一側面に係る方法は、少なくとも１つの検知手段によって検知される情
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報を獲得する情報獲得段階（例えば、電熱装置の温度を獲得する段階）と、前記情報に基
づいて電圧信号を生成する電圧信号生成段階（前記温度に基づいて対応する電圧信号を生
成する段階）と、前記生成された電圧信号に基づいて対象の表示領域のカラー及び透過度
のうちの少なくとも１つを可変的に調節する表示段階（電熱装置のフレームの色を調節す
る段階）とを含み、前記表示領域で表示されるカラーに対応する波長は、単一画素内で連
続的に又はアナログ方式で変わり得るため、既存のＲ、Ｇ、Ｂをデジタル方式で混合する
方式に比べて、前述したような多様な長所を有するようになる。
【０１５３】
　＜表示部の実験結果＞
【０１５４】
　まず、図３４及び図３５は、本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を電気分極
特性を有する溶媒に分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射さ
れる光をそれぞれグラフ及び写真として示す図である。参考までに、図３４及び図３５の
実験において、負電荷に帯電され、シリコン酸化膜がコーティングされた１００ｎｍ～２
００ｎｍサイズの粒子が電荷を有する粒子として用いられ、極性指数が１より大きい溶媒
が電気分極特性を有する溶媒として用いられ、粒子及び溶媒に対して電場を印加するため
に印加された電圧の強度は０Ｖ～５Ｖの範囲内で多様に設定された。一方、図３４に示す
グラフは、多様な強度の電場が印加される場合に、粒子から反射される光の反射度を可視
光線帯域の波長範囲で示すものであって、図３４において電場の強度の変化による反射光
の波長パターンの変化の程度が大きくなるほど、粒子の間隔が大きく変化することを意味
し、これは他ならぬ電場の強度を制御することで、粒子から更に多様な波長の光を反射さ
せることができることを意味する。
【０１５５】
　図３４を参照すれば、印加される電場の強度（即ち、電圧の強度）によって粒子から反
射される光の波長パターンが多様に変化することが確認でき、より具体的には、印加され
る電場の強度（即ち、電圧の強度）が増加するほど、粒子から反射される光の波長が全般
的に短くなることが確認できる。図３４の実験結果によれば、印加される電場を強度（即
ち、電圧の強度）が増加するほど、粒子から反射される光のカラーが赤色系列から青色系
列に変化することが分かるが、図３５を参照すれば、前記のような反射光のカラーの変化
を視覚的に確認できる。
【０１５６】
　次に、図３６及び図３７は、本発明の一実施形態によって電荷を有する粒子を互いに異
なる極性指数を有する多様な溶媒に分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、
粒子から反射される光の波長をグラフとして示す図である。参考までに、図３６及び図３
７の実験において、負電荷に帯電され、シリコン酸化膜がコーティングされた１００ｎｍ
～２００ｎｍサイズの粒子が電荷を有する粒子として用いられ、極性指数がそれぞれ０、
２、４及び５である溶媒が電気分極特性を有する溶媒として用いられた。より具体的に、
図３６のグラフ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）及び（ｄ）は、極性指数がそれぞれ０、２、４及
び５である溶媒に対して行った実験結果を示し、図３７のグラフ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）
及び（ｄ）は、極性指数が０である溶媒と極性指数が４である溶媒をそれぞれ９０：１０
、７５：２５、５０：５０及び０：１００の割合で混合した溶媒に対して行った実験結果
を示す。一方、図３６及び図３７に示すグラフは、多様な強度の電場が印加される場合に
、粒子から反射される光の反射度を可視光線帯域の波長範囲で示すものであって、電場の
強度の変化による反射光の波長パターンの変化の程度が大きくなるほど、粒子の間隔が大
きく変化することを意味し、これは他ならぬ電場の強度を制御することで、粒子から更に
多様な波長の光を反射させることができることを意味する。
【０１５７】
　図３６を参照すれば、極性指数が０である溶媒に対する実験結果を示すグラフ（ａ）で
は、電場の強度（即ち、電圧の強度）が変化しても、反射光の波長パターンが殆ど変わら
ないことが確認でき、極性指数が高くなるほど（即ち、グラフ（ａ）から（ｄ）へ行くほ
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ど）、電場の強度（即ち、電圧の強度）による反射光の波長パターンの変化が大きく示さ
れることが確認できる。また、図３７を参照すれば、極性指数が高い溶媒の比率が増加す
るほど（即ち、グラフ（ａ）から（ｄ）へ行くほど）、電場の強度（即ち、電圧の強度）
による反射光の波長パターンの変化が大きく示されることが確認できる。
【０１５８】
　以上で説明した実験結果に照らしてみるとき、本発明の一実施形態に係る表示装置によ
れば、粒子の電荷量又は分極量、溶媒の分極量又は印加される電場の強度を適切に調節す
ることで、任意の波長の光を反射できる光結晶を実現できるようになり、これにより任意
の波長範囲の（full spectrum）ディスプレイを実現できるようになることが確認できる
。
【０１５９】
　次に、図３８及び図３９は、本発明の一実施形態によって電荷を有し、電気分極特性を
有する粒子を溶媒に分散させた状態で電場を印加する実験を行った結果、粒子から反射さ
れる光をグラフ及び写真として示す図である。参考までに、図３８及び図３９の実験にお
いて、それぞれ電荷を有するように帯電されたＳｒＴｉＯ３粒子（図３８の（ａ）参照）
及びＢａＴｉＯ３粒子（図３８の（ａ）参照）が電荷を有し、電気分極特性を有する粒子
として用いられ、前記粒子を極性指数が０である溶媒に分散させた。
【０１６０】
　図３８を参照すれば、粒子及び溶媒に印加される電場の強度が大きくなるほど、光の反
射度が全般的に低くなることが確認できる。このような実験結果は、電場が印加されるこ
とによって、溶媒内に分散された粒子が電気分極され、電場方向に配列され得（図３９の
（ｂ）参照）、このような配列によって入射光を反射させることができる粒子の数が少な
くなるようになり、光の反射度が減少するものと解釈され得る。たとえ、本実験では電気
分極特性を有する粒子を無極性溶媒に分散させた状態で電場を印加する構成を用いて反射
光の波長を急激に変化させることはできなくても、電場が印加されることによって、粒子
が一定の方向に配列されることを確認し、これから粒子表面の電荷などの条件を最適化す
ることで、反射光の波長も変化させることができると見られる。
【０１６１】
　次に、図４０は、本発明の一実施形態によって透明なディスプレイを実現する構成に対
する実験結果を示す図である。参考までに、本実験では、可視光線帯域の光を透過させる
透明な材質からなる粒子、溶媒及び電極を用い、光結晶性を用いた表示装置に印加される
電場の強度を次第に増加させながら、ディスプレイの透明な程度を視覚的に観察した。
図４０を参照すれば、電場の強度が相対的に小さい場合に、光結晶によって可視光線帯域
の光が反射されることで、表示装置上に所定のカラーがディスプレイされていることが確
認できる（図４０の（ａ）及び（ｂ）参照）。しかしながら、電場の強度が相対的に大き
い場合には、光結晶によって反射される光の波長範囲が可視光線帯域から紫外線帯域へ順
次シフトされることによって、表示装置上にディスプレイされるカラーが顕著が薄くなっ
たことが確認でき（図４０の（ｃ）参照）、電場の強度が更に大きくなった場合には、光
結晶によって反射される光の波長範囲が可視光線帯域を完全に逸脱することによって、表
示装置は何らのカラーもディスプレイしないまま透明な状態になることが確認できる（図
４０の（ｄ）及び（ｅ）参照）。このような特性を利用すれば、本発明に係る表示装置を
色可変ガラスなどのスマートガラス（smart glass）として活用することもできる。
【０１６２】
　一方、図４１は、本発明の一実施形態に係る表示装置の視野角によるディスプレイ性能
を実験した結果（即ち、ディスプレイの視野角に関する実験結果）を示す図である。
図４１を参照すれば、本発明の一実施形態に係る表示装置に対する視野角が２０゜から７
０゜まで変化しても、反射される光のカラーパターン４１１０～４１６０に殆ど変化がな
いことが確認できる。従来の光結晶性表示装置は、視野角によってカラーパターンの変化
が大きく示されるという短所があるが、本発明に係る表示装置は、視野角によるカラーパ
ターンの変化が殆どなく、一定に示されるという長所を有していることが分かる。このよ
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うな長所は、本発明に係る表示装置により形成される光結晶が短距離秩序（short range 
order）を有する擬似光結晶（準結晶、quasi crystal）であるという点に起因するものと
解釈され得るが、これにより、本発明に係る表示装置は、長距離秩序（long range order
）を有する光結晶を形成するだけである従来の表示装置に対比するとき、ディスプレイの
性能が遥かに向上され得るようになる。図示のように、一実施形態によれば、視野角が２
０゜から７０゜まで変化しても、ＣＩＥ　ｘｙ色度座標でｘ値及びｙ値は５％以内で変化
するようになる。また。本発明の一実施形態によれば、このように短距離秩序が発生する
理由は、直流電圧を印加して電場を発生する場合に現れるようになるが、これにより、３
次元的に短距離秩序の配列で粒子が規則的に配列されるようになる。これにより、通常の
長距離秩序の配列を有する表示装置よりも優れた視野角特性を得ることができる。また、
このように視野角特性が優れるようにするために、直流電圧が印加されるか、直流電圧成
分を含む交流電圧が印加され、電場が形成されることが好ましい。直流と交流の使用につ
いては、以下のモード切替の構成部分で詳細に記述されるが、直流と交流を混用して使用
すれば、透過度の調節及び色の調節が単一画素内で非常に広範囲になされ得るということ
をまず言及する。
【０１６３】
　＜色の維持＞
【０１６４】
　本発明の一実施形態によれば、粒子間の間隔を制御する機能をする電場が遮断された後
も、粒子間の間隔が制御された状態でそのまま維持されるようにすることができ、そのた
めに、粒子が分散されている溶媒内に所定の添加剤を含めることができる。
【０１６５】
　より具体的に、本発明の一実施形態によれば、強い親和性を有する部分（アンカー基、
以下「アンカー」という）を１つ有する分散剤（例えば、ポリオキシエチレンラウリルエ
ーテルなど）、アンカーを１つ以上有するポリソルベート系の分散剤（例えば、ポリオキ
シエチレンソルビタンモノラウラート、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエート、
ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレートなど）などのように分子構造が複雑なポ
リマー形態の物質を添加剤として添加できるが、このような添加剤によって溶媒内に分散
された粒子が動きに制限を受けるようになる。
【０１６６】
　また、本発明の一実施形態によれば、分子鎖を有するポリマーが添加された溶媒内に電
荷を有する粒子を分散させれば、粒子が溶媒内で移動する上で抵抗が大きくなるため、外
部から印加される電場が遮断された後も、その位置が固定され得る。
【０１６７】
　また、本発明の一実施形態によれば、粒子の表面にある機能基（functional group、－
OH group）と水素結合のような化学的結合が可能な機能基（親水性基、hydrophilic grou
p）を有する添加剤を溶媒内に添加させることで、添加剤が粒子の表面に持続的に吸着さ
れるようにし、粒子周辺に膜を形成することで、粒子を安定化させることができる。
【０１６８】
　また、本発明の一実施形態によれば、溶媒内に添加される添加剤に含まれている疏水性
基（liphophilic group、alkyl chain）の鎖に存在するアルキル成分によって立体障害効
果が発生することにより、溶媒の粘度を増加させることができ、これにより、溶媒内に含
まれている粒子の動きが制限され得るようになる。更に、複雑な構造を有するポリマーを
溶媒内に多量添加することで、溶液の粘度をより一層高めることもできる。
【０１６９】
　即ち、粒子と親和力を有する添加剤或いは溶媒と親和力を有する添加剤を添加すること
で、粒子が溶媒内で動きに制限を受けられる。また、複雑な立体構造や鎖構造を有するポ
リマーを溶媒内に添加剤として添加することで、添加剤の複雑な構造により粒子の移動を
制限することもできる。
【０１７０】
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　一方、前記溶媒として相変化物質を用いることで、粒子の移動が容易な状態（例えば、
粘性の低い液体）で電圧を印加して一定の距離で粒子間の間隔を調節し、外部電圧を遮断
する前に外部からの光、圧力、温度、化学反応、磁場、電気などの刺激を通じて溶液の状
態を粒子の移動が難しい状態（例えば、固体或いは粘性の高い液体）に変換させることで
、結果として、外部電圧が遮断されても、粒子間の距離を一定に維持することもできる。
【０１７１】
　或いは、電圧の遮断後に、粒子の間隔が次第に無秩序になるのを防止するために、一定
の電圧を周期的に加えることで（Refresh）、粒子間隔を一定の距離で維持することもで
きる。
【０１７２】
　前記のような方法で電圧の遮断後にも、距離を一定に維持するようにするためには、粒
子と溶媒の比重が最小化されることが有利であるため、粒子に比重の異なる物質をコーテ
ィングしたり、溶媒に比重の異なる物質を添加することもできる。
【０１７３】
　従って、本発明の一実施形態によれば、電場が印加されることによって、所定の間隔を
維持した状態で規則的に配列された粒子は、電場が遮断されても、その規則的な配列を維
持できるようになる。このような効果は、添加剤の量が多いほど、又は添加剤の分子量が
大きいほど、更に顕著に現れ、特に、粒子と溶媒間の比重差を減少させることで、前記の
ような効果を増大させることができる。また、本発明の一実施形態によれば、後述するカ
プセル、セル、水滴型カプセルなどの複雑な構成を採用しなくても、溶媒に簡単に添加剤
を含めることで、優れたディスプレイ特性を有する表示装置を生産できるようになる。
【０１７４】
　また、本発明の一実施形態によって、ポリマー安定剤が粒子と共有結合する構成も考慮
できる。このポリマー安定剤及び粒子は、このような共有結合を形成するために、互いに
相補的な化学的機能性を有する。このポリマー安定剤は、溶媒内に添加され得る。
【０１７５】
　更に、本発明の一実施形態によって、粒子はポリマーコーティングされ、このポリマー
コーティングは第１機能基を含む。また、第２機能基を有するポリマーが溶媒内に添加さ
れ、第２機能基は第１機能基に対して引力が作用し、溶媒内のポリマーは、粒子と結合体
（complex）を形成することもできる。
【０１７６】
　このように電場が遮断された後も、表示部で色が継続して維持されるため、電力の消費
が小さくなり、安定的、且つ、信頼するだけのフレーム又は外装の色が継続して維持され
得る。
【０１７７】
　一方、本発明の一実施形態では、ゲル（gel）形態の溶液内に作用基を含む網構造と、
ゲル溶液内に分散されており、作用基を含む粒子で構成され、前記粒子の作用基と網構造
の作用基が結合されている構成も考慮され得る。
【０１７８】
　一実施形態において、前記ゲル状態の溶液の作用基或いは前記粒子を構成する作用基は
、ヒドロキシ基（－ＯＨ）、カルボキシ基（－ＣＯＯＨ）、アミン基（－ＮＨ２）、アミ
ド基（ＣＯＮＨ）、ホルミル基（－ＣＨＯ）、チオール基（－ＳＨ）、アクリル基（－Ｃ
Ｈ２ＣＨＣＯＲ）のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０１７９】
　一実施形態において、前記ゲル状態の溶液は、ポリビニルアルコール系、アガロース系
、ポリ（Ｎ－イソプロピルアクリルアミド）系、ポリサッカロイド系、ポリアミド系、ポ
リアクリレート系のうちの少なくとも１種類の水溶性高分子を含むことができる。
【０１８０】
　一実施形態において、前記ゲル状態の溶液は、１２－ヒドロキシステアリン酸、ソルビ
タンエステル系（ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエートなど）、ポリ
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ソルベート系（ポリオキシエチレンソルビタンモノオレエートなど）のように、分子内に
長鎖の親油性基と反応作用基を含む単分子（monomer）又は高分子（polymer）がこれに該
当する高分子を含むことができる。
【０１８１】
　一実施形態において、ホウ酸、ジアルデヒド、ジカルボン酸、二無水物、酸塩化物、エ
ピクロルヒドリン及びヒドラジドのうちの少なくとも１つを含む二官能基（bifunctional
 group）を有する架橋剤によって、前記溶液のゲル作用基と粒子の作用基が結合され得る
。
【０１８２】
　一実施形態において、熱エネルギー又は光エネルギーを印加したり、添加剤又は架橋剤
が添加されることで、前記粒子の表面の作用基と前記溶液に含まれている作用基間の結合
が制御され得る。
【０１８３】
　一実施形態において、前記ゲル状態の溶液は、熱エネルギー又は光エネルギーを印加し
たり、添加剤又は架橋剤が添加されることで、ゾル（sol）状態に相変化され得る。
【０１８４】
　＜モード切替の構成＞
【０１８５】
　図４２は、本発明の一実施形態に係るモード切替の構成を示している。本発明の一実施
形態において「光結晶モード」とは、前述したように、粒子間の間隔が調節され、特定波
長の反射光の色が表現されることをいい、「透過度調節モード」とは、表示領域に入射さ
れた光が該当表示領域の粒子と溶媒のうちの少なくとも１つを透過して観察者側の反対側
の対象の色や形体が見えるモードをいう。この図４２では、単一外装表面又は単一フレー
ム表面又は単一フレーム表面をなす表示領域の単一画素内で光結晶モードと透過度調節モ
ードが選択的に互いに切替可能になる構成を示している。このような切替構成が現れる原
理を説明すれば、何れか一方が透明な透明電極に電圧を印加し、印加される電圧がＤＣ電
圧である際に、この電圧の大きさが特定の大きさを超えれば、図４２の（ｂ）のように、
粒子の配列が整列され、その光透過の程度が調節されるモードとなる。一方、印加される
電圧の大きさが特定電圧以下であれば、図４２の（ａ）のような光結晶カラーが発生する
ようになり、この特定電圧以下で電圧の相対強度を調節して粒子間の間隔を調節して所望
の色の波長を実現できる。一方、印加される電圧がＡＣ電圧である際には、印加される電
圧が特定の電圧を超えれば、光結晶カラーが発生し、特定電圧以下では粒子の配列が整列
されて透過度が調節されるモードが現れるようになる。また、透過度調節モード（ｃ）の
場合には、上部電極の非常に小さな分割された小電極（図面では説明のために大きく示さ
れたが、その隣にある大対電極に比べて非常に小さいため、上から見たとき、大電極が上
部電極の全部を占めているかのように見え、従って、この大電極にのみ電圧を印加する方
式で図４２の（ａ）モードと（ｂ）モード間に切り替える方式がなされ得る）にのみ電圧
を印加して粒子を隈に集めて（ｃ）モードのように透過度を調節するモードもやはり考慮
され得る。このように粒子が隈に集中するためには、（ａ）モード及び（ｂ）モードより
も強い電圧が印加されなければならない。このように電圧の大きさによって光結晶モード
と透過度調節モードとの間を互いに切替でき、単一フレーム又は単一フレーム内の単一画
素内で多様な色又は光透過の程度を実現できる。一方、図面には矢印で示していないが、
透過度調節モード（ｂ）と透過度調節モード（ｃ）との間にも互いに電圧の強度によって
調節可能であり、これにより、多様な光透過度が実現され得る。
【０１８６】
　図４３は、本発明の一実施形態に係るモード切替の構成を示している。本発明の一実施
形態において「光結晶モード」とは、前述したように、粒子間の間隔が調節され、特定波
長の反射光の色が表現されることをいい、「粒子カラーモード」とは、粒子の固有な色が
表示されるモードをいい、「溶液カラーモード」とは、粒子と溶媒の混合色又は粒子と溶
媒間の散乱による散乱色又はこれらの組み合わせによる色が反射されるモードをいい、「
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電極カラーモード」は図面から見られるように、下部電極の色（本実施例では黒色である
）が反射されることをいう。この図４３では、単一外装表面又は単一フレーム表面又は単
一フレーム表面をなす表示領域の単一画素内で光結晶モードと粒子カラーモード又は溶液
カラーモード又は電極カラーモードが互いに切替可能になる構成を示している。また、電
極カラーモードと粒子カラーモードと溶液カラーモード間にも選択的に互いに切替可能で
あり得る（図面では、これらのモード間に矢印表示がないため、これらのモード間に切り
替わっていないかのように見えるが、実際には切替が可能である）。また、前述したよう
に、図４３の（ｂ）において、非常に小さな分割された小電極は、その隣に分離された方
式で分割された大電極に比べて非常に面積が小さいため、上から見たとき、大電極のみ見
られる程度にその面積が小さいため、もし大電極にのみ電圧を印加すれば、その実現方式
が図４３の（ａ）、（ｃ）及び（ｄ）の上部単一電極に電圧を印加した効果と実質的に同
一になる。これから、このような切替構成が現れる原理を説明すれば、何れか一方が透明
な透明電極に電圧を印加し、非常に強い電圧（特定電圧を大きく上回る）を印加すれば、
電荷を帯びる粒子は、何れか一方に電極（図４３の（ｃ）では上部電極）が偏り、上から
その粒子の固有な色が現れるようになる（この場合には、上部電極が透明な電極であり、
粒子の電荷と反対の符号を有する）。この場合と同様に、（ｂ）の場合のように、大電極
に電圧が印加されるのではなく、非常に小さな小電極に非常に強い電圧が印加されれば、
やはり粒子が隈へ偏り、下部の下部電極の色が反射される電極カラーモードが実現される
。次に、前記の非常に強い電圧よりも低い特定電圧以上の電圧が印加されれば、前述した
ように、光結晶モードが発生し（図４３の（ａ）参照）、非常に弱い電圧が印加されるか
、電圧が印加されなければ、前述したような溶液カラーモードが実現されるようになる。
このように電圧の大きさによって光結晶モードと粒子カラーモード又は溶液カラーモード
又は電極カラーモード間の切替が単一フレーム又は単一フレーム内の単一画素内で可能と
なり、非常に多様な色のカラーを実現できるようになる。また、やはり粒子カラーモード
と電極カラーモードと溶液カラーモード間にも選択的に切替が可能であり得る。
【０１８７】
　図４４は、本発明の一実施形態に係るモード切替の構成を示している。ここで示される
「粒子カラーモード」又は「粒子カラーモード」と「透過度調節モード」は、前述したの
と類似である。即ち、ここでも、何れか一方が透明な透明電極に電圧を印加し、非常に強
い電圧を印加すれば、電荷を帯びる粒子は、何れか一方の電極に偏り、上から見たとき、
その粒子の固有な色が現れるようになる（この場合には、上部電極が透明な電極であり、
粒子の電荷と反対の符号を有する）。印加される電圧がＤＣの場合には、光結晶モードが
発生する電圧よりも高い電圧であり、ＡＣの場合には、光結晶モードが発生する電圧より
も低い電圧であれば、粒子の配列に整列が発生し、光透過度が調節されるようになる（本
図面の中央にある構成を参照）。一方、非常に小さな小電極に非常に強い電圧が印加され
れば、やはり粒子が隈へ偏り、下部電極がやはり透明電極であれば、下部電極に対向して
いる対象が見えるようになる（本図面における左側の構成参照）。これにより、単一フレ
ーム又は単一フレーム内の単一画素内で光透過度も調節され、更にフレームの色も調節さ
れ得る。
【０１８８】
　図４５は、本発明の一実施形態に係る光結晶モードを示している。図示のように、電圧
の強度が相対的に弱ければ、赤色が実現され、相対的に強ければ、青色が実現され、その
中間であれば、緑色が実現されるが、このような色実現差は、粒子間の間隔調節によって
なされる。
【０１８９】
　図４６は、本発明の一実施形態に係るモード切替の構成を示している。本図面において
、モード１は光結晶モードに対応し、モード２は粒子カラーモードに対応し、モード３は
透過度調節モードに対応する。仮に、印加された電圧の大きさを説明すれば、印加された
電圧がＤＣ電圧である場合には、粒子カラーモードが最も大きく、その次に透過度調節モ
ードであり、その次に光結晶カラーモードである。印加された電圧がＡＣ電圧の場合には
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、粒子カラーモードが最も大きく、その次に光結晶モードであり、その次に透過度調節モ
ードである。即ち、電圧の印加の大きさによって、光結晶モード、粒子カラーモード及び
透過度調節モードが単一フレーム又は単一フレーム内の画素内で選択可能に切替又はスイ
ッチングされ得る。これにより、多様な色又は光透過の程度が単一フレーム又は単一フレ
ーム内の単一画素内で実現され得る。本技術分野の当業者に知られているように、「画素
」とは、独立して制御可能な最小の表示単位をいう。
【０１９０】
　以上のように、本発明では具体的な構成要素などのような特定の事項と限定された実施
形態及び図面により説明されたが、これは、本発明のより全般的な理解を促進するために
提供されたものであって、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の
属する分野において通常の知識を有する者であれば、このような記載から多様な修正及び
変形が可能である。
【０１９１】
　従って、本発明の思想は、説明された実施形態に限定されて定められてはならず、後述
する特許請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均等であるか、等価的な変形があ
る全てのものは、本発明の思想の範疇に属すると言える。
【０１９２】
　仮に、本発明の技術的思想が適用され得る分野としては、モバイル機器（携帯電話、ノ
ートパソコン、ＰＭＰなど）、家電機器（冷蔵庫、テレビ、スピーカ、コーヒーポットな
ど）、ＩＴ家具（ダンス、テーブル、椅子など）、デジタルアクセサリー（ブレスレット
、ネックレスなど）、デジタル衣服（ジャケットなど）などに幅広く適用され得る。
【０１９３】
　また、図面では特定して示してはいないが、建築外装材として、太陽光の照射強度によ
って色が変わる表面を有する外装材が挙げられ、携帯用電子機器として、そのフレームの
表面の色が移動中の場合と停止状態との間で変わり得、ゲーム機として、そのフレームの
表面の色が戦闘中の状態と非戦闘中の状態との間で変わることもあり得る。
【０１９４】
　また、前記では記述されていないが、温度センサを利用する場合に、電子機器や建物の
表面の色が変わり、ユーザに有利になる場合を更に考慮できるが、仮に、温度が高い夏に
は携帯電話の色を青色にしてユーザに爽やかさを感じさせ、また、温度が高い夏には建物
の外壁の色を涼しい色に変えることができる。一方、温度が高ければ、熱を吸収しない色
に変え、また、携帯電話の温度によって携帯電話の色が変わり得る。また、ジャイロセン
サの場合でも、携帯電話を強く振ると、携帯電話の色が赤くなり、若干振ると、黄色にな
る場合も考慮できる。仮に、静かな状態を維持しなければならない建物では音が大きくな
れば、建物の外壁の色が赤色に変わる場合も考慮できる。
【０１９５】
　また、前記では詳細に記述していないが、移動通信装置で呼（call）を発した呼び出し
人の種類によって移動通信装置のフレームの色が自動で変わり得る。仮に、呼び出し人が
お馴染みの知り合いであれば、フレームの色が青色に変わり、知らない番号の呼び出し人
であれば、赤色に変わるようにする構成も考慮できる。
【０１９６】
　一方、前記では本発明を例示として説明するために、サンプル領域表示部、対象領域表
示部及び制御部の構成とするか（図２１を参照）、検知部又はセンシング部（本明細書全
般に亘って「検知」又は「センシング（sensing）」は、互いに混用して使用され得るこ
とが本技術分野の当業者は十分に理解できる）、制御部及び対象領域表示部の構成とした
が（図２４を参照）、本発明の表示装置又は装置（即ち、表示装置が特定装置内に内蔵又
は包含されて用いられる場合を通称する）は、このような構成にのみ限定されるものでは
ない。即ち、本発明は、検知部は１つ以上の検知手段を用いて所定の情報を獲得する情報
獲得部に対応又は包含され得、制御部は、前記情報獲得部で獲得された情報に基づいて電
圧信号を生成する電圧信号生成部に対応するか、これを含むことができ、対象領域表示部
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は、前記電圧信号に基づいて特定の色を表示する表示部に対応するか、これに含まれ得る
。図４７は、このような例示的な装置の構成の概略ブロック図を示している。獲得された
情報に基づいて電圧信号を生成する構成は、本技術分野の当業者に十分に知られているの
で、詳細な説明は省略する。
【０１９７】
　また、前記説明では、サンプル領域表示部に複数のサンプルカラーを表示してユーザが
このうちの１つ以上を選択する際に、この選択されたカラーが対象領域表示部で表示され
る構成と、検知部によって検知された情報に基づいて対象領域表示部のカラーが調節され
る構成を別途の構成としたが、サンプル領域表示部にあるタッチセンサによって前者の構
成が実行され得るので、前者の構成は、後者の構成の一部として考慮されることもできる
。

【図１】 【図２】
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